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民 生 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成２８年１１月１４日（月）午前１０時 １分 開会 

                午後 ４時５６分 散会 

１．場所 

  ３０１会議室 

 

１．出席委員 

  委 員 長  上 村 高 義  副委員長 増 永 和 起  委  員  藤 浦 雅 彦        

  委  員  嶋野浩一朗  委  員  森 西  正 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森 山 一 正         副市長 奥 村 良 夫   

市民生活部長 登 阪  弘  同部次長 山 田 雅 也   

同部参事兼産業振興課長 池 上  彰 

自治振興課長 早 川  茂  市民活動支援課長 谷内田 修 

市民課長 川 本 勝 也  文化スポーツ課長 妹 尾 紀 子 

農業委員会事務局長 辻  稔 秀 

  環境部長 北 野 人 士  同部次長兼環境業務課長 野 村 眞 二  

  同部参事兼環境センター長 鈴 木 康 之 

環境政策課長 三 浦 佳 明 

保健福祉部長 堤  守  同部理事 平 井 貴 志 

同部参事兼生活支援課長 東 澗 順 二   

  保健福祉課長 丹 羽 和 人  保健福祉課参事 川 口 敦 子 

  高齢介護課長 吉 田 量 治  障害福祉課 森 川  護     

  国保年金課長 安 田 信 吾 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 藤 井 智 哉 同局書記 坂 本 敦 志 

 

１．審査案件（審査順） 

認定第１号 平成２７年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 

認定第６号 平成２７年度摂津市パートタイマー等退職金特別会計歳入歳出決算認 

定の件 
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  認定第３号 平成２７年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件 

  認定第８号 平成２７年度摂津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件 

  認定第７号 平成２７年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件  
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（午前１０時１分 開会） 

○上村高義委員長 ただいまから民生常

任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 本日はお忙しいところ、委員会をお持ち

いただきまして大変ありがとうございま

す。 

 このたびの議会の役員改選で、正副委員

長様にはご就任おめでとうございます。ま

た１年間、何かとお世話をかけますが、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、平成２７年度の決算についてご

審査をいただくことになりますが、何とぞ

慎重審査の上、ご認定いただきますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

 一旦退席をさせていただきます。 

○上村高義委員長 挨拶が終わりました。 

本日の委員会記録署名委員は、藤浦委員を

指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時２分 休憩） 

（午前１０時３分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 認定第１号所管分の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 堤保健福祉部長。 

○堤保健福祉部長 それでは、認定第１号、

平成２７年度摂津市一般会計歳入歳出決

算のうち、保健福祉部が所管しております

事項につきまして、目を追って、その主な

ものについて補足説明をさせていただき

ます。 

 まず、歳入でございますが、３０ページ、

款１２分担金及び負担金、項１負担金、目

１民生費負担金のうち保健福祉部に係り

ますものは、社会福祉費負担金、児童福祉

費負担金、障害福祉費負担金で、前年度に

比べ９．５％、３，３６２万８，１５６円

の減となっております。これは、せっつ桜

苑の民営化に伴い、介護サービス保険者負

担金がなくなったことなどによるもので

ございます。 

 ３６ページ、款１４国庫支出金、項１国

庫負担金、目１民生費国庫負担金のうち保

健福祉部に係りますものは、社会福祉費負

担金、児童福祉費負担金のうち、助産施設

負担金、生活保護費等負担金、障害福祉費

負担金で、前年度に比べ６．９％、１億８，

７９４万５，３５８円の増となっておりま

す。これは、国民健康保険基盤安定負担金、

障害者自立支援給付費等負担金の増など

によるものでございます。 

 ３８ページ、目２衛生費国庫負担金は、

未熟児養育医療費負担金で、前年度に比べ

５２．４％、８３万９，００６円の増とな

っております。 

 項２国庫補助金、目２民生費国庫補助金

のうち保健福祉部に係りますものは、社会

福祉費補助金のうち、生活困窮者自立支援

事業補助金、生活保護費補助金及び障害福

祉費補助金で、前年度に比べ３．４％、１

４０万２，０００円の増となっております。 

 ４０ページ、目３衛生費国庫補助金は、

前年度に比べ７８％、６２万５，０００円

の減となっております。これは、がん検診

の補助対象者の変更に伴うものでござい

ます。 

 ４２ページ、項３委託金、目２民生費委
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託金は、前年度に比べ１．７％、４３万６，

５８８円の減となっております。 

 款１５府支出金、項１府負担金、目１民

生費府負担金のうち保健福祉部に係りま

すものは、社会福祉費負担金、児童福祉費

負担金のうち、助産施設負担金、生活保護

費負担金、障害福祉費負担金で、前年度に

比べ１２．７％、９，３７４万１，４３６

円の増となっております。これは、国民健

康保険基盤安定負担金、障害者自立支援給

付費等負担金の増などによるものでござ

います。 

 ４４ページ、目３衛生費府負担金は、前

年度に比べ８．６％、８万３，５３３円の

増でございます。 

 項２府補助金、目２民生費府補助金のう

ち保健福祉部に係りますものは、社会福祉

費補助金、老人福祉費補助金、老人医療費

補助金、障害福祉費補助金、障害者医療費

補助金、権限移譲交付金のうち障害福祉課

と高齢介護課に係る交付金で、前年度に比

べ６．３％、１，２４８万４，４１２円の

減となっております。これは、ホームレス

総合相談推進事業補助金がなくなったこ

となどによるものでございます 

 ４６ページ、目３衛生費府補助金のうち

保健福祉部に係りますものは、所有者不明

動物死体処理交付金を除く保健衛生費補

助金で、前年度に比べ１４．５％、７７万

５，８９０円の増となっております。 

 ５２ページ、款１７寄附金、項１寄附金、

目１寄附金のうち保健福祉部に係ります

ものは、保健福祉課への一般寄附でござい

ます。 

 款１８繰入金、項１特別会計繰入金、目

２介護保険特別会計繰入金は、前年度に比

べ２５．６％、６４３万１，４４５円の減

でございます。 

 ５４ページ、項３貸付金元利収入、目４

三次救命救急センター貸付金元利収入は、

前年度に比べ１１．６％、２０４万１，５

３０円の増でございます。 

 款１９諸収入、項４雑入、目２雑入のう

ち保健福祉部に係りますものは、５８ペー

ジからの保健福祉課、生活支援課、高齢介

護課、障害福祉課、国保年金課分で、各種

検診自己負担金、予防接種自己負担金、生

活保護法による返還金・徴収金、ホームレ

ス巡回相談事業負担金、障害者医療返還金、

一部負担金相当額等一部助成返還金など

でございます。 

 続きまして、歳出でございますが、１０

４ページからの款３民生費、項１社会福祉

費、目１社会福祉総務費は、人件費関係を

除き、前年度に比べ１１．６％、３億６２

１万３，５５４円の増となっております。

主な内容は、国民健康保険特別会計などへ

の繰出金の増によるものでございます。 

 １０８ページ、目２老人福祉費は、前年

度に比べ１３．９％、２，７５６万５６５

円の減となっております。これは、せっつ

桜苑の民営化に伴い、施設介護サービス委

託料などの指定管理料がなくなったこと

などによるものでございます。 

 １１２ページ、目３国民年金総務費は、

国民年金事務に係る経常経費でございま

す。 

 目４国民年金事務費は、前年度に比べ７

６％、１５８万９，７２８円の減となって

おります。これは、国民年金システム改修

委託料の減などによるものでございます。 

 目５老人医療助成費は、前年度に比べ５．

４％、８７１万６，７４０円の減となって

おります。これは、老人医療費の減などに

よるものでございます。 

 目６障害者医療助成費は、前年度に比べ
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６．４％、７６８万２，６０２円の減とな

っております。これは、障害者医療費の減

などによるものでございます。 

 目７障害福祉費は、前年度に比べ５．

７％、１億３９６万８，６２６円の増とな

っております。これは、障害福祉サービス

費等給付費の増などによるものでござい

ます。 

 １１８ページからの項２児童福祉費、目

１児童福祉総務費のうち保健福祉部に係

りますものは、１２０ページの助産施設運

営費負担金で、前年度に比べ４５．４％、

１０７万２，９５０円の減となっておりま

す。 

 １２４ページ、項３生活保護費、目１生

活保護総務費は、人件費を除き、前年度に

比べ０．４％、８万３，５８１円の増とな

っております。 

 １２６ページ、目２扶助費は、前年度と

比べ３．９％、１億１，３１１万３，１４

７円の減となっております。これは、過年

度分国庫府費等返還金の減などによるも

のでございます。 

 １２８ページ、款４衛生費、項１保健衛

生費、目１保健衛生総務費のうち保健福祉

部に係りますものは、保健センター及び休

日小児急病診療所管理委託料、三師会等へ

の補助金などが主なもので、人件費を除き、

前年度に比べ２０．１％、２，５５９万８，

４７２円の増となっております。これは、

保健センター管理委託料の増などによる

ものでございます。 

 １３０ページ、目２予防費は、前年度に

比べ１．９％、７９２万９，３５１円の減

となっております。これは、乳がん検診委

託事業を保健センターの管理委託に移行

したことに伴う委託料の減などによるも

のでございます。 

 以上、保健福祉部が所管いたしておりま

す平成２７年度一般会計歳入歳出決算に

ついての補足説明とさせていただきます。 

○上村高義委員長 登阪市民生活部長。 

○登阪市民生活部長 認定第１号、平成２

７年度摂津市一般会計歳入歳出決算のう

ち、市民生活部に係ります項目につきまし

て、目を追って、その主なものを補足説明

させていただきます。 

 まず、歳入でございますが、３０ページ、

款１３使用料及び手数料、項１使用料、目

１総務使用料のうち市民活動支援課に係

るものは、コミュニティプラザ施設使用料

等で、前年度に比べ１．０％の減となって

おります。 

 目２民生使用料のうち文化スポーツ課

に係るものは、文化ホール使用料等で、前

年度に比べ２５．９％の減となっておりま

す。また、自治振興課に係ります小川自動

車駐車場は、前年に比べ１．０％の減とな

っております。 

 目３衛生使用料のうち市民課に係るも

のは、斎場使用料及び葬儀会館使用料等で、

前年度に比べ０．８％の増となっておりま

す。 

 ３４ページ、項２手数料、目１総務手数

料のうち市民課に係るものは、戸籍手数料、

住民票手数料、印鑑証明手数料等で、前年

度に比べ２．２％の減となっております。 

 ３８ページ、款１４国庫支出金、項２国

庫補助金、目１総務費国庫補助金のうち市

民課に係るものは、個人番号カード交付事

業費補助金及び個人番号カード交付事務

費補助金でございます。 

 ４４ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目１総務費府補助金のうち市民活動

支援課に係るものは、ＮＰＯ認証事務に対

する権限移譲交付金でございます。また、
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市民課に係るものは、旅券発給事務に係る

窓口対応業務に対する権限移譲交付金で

ございます。 

 ４６ページ、目４農林水産業費府補助金

は、農業委員会及び農業振興に係る補助金

等でございます。 

 ４８ページ、目５商工費府補助金は、地

方消費者行政活性化交付金等でございま

す。 

 ５０ページ、款１６財産収入、項１財産

運用収入、目１財産貸付収入のうち産業振

興課に係るものは、摂津市商工会への建物

貸付に係る収入でございます。 

 ５２ページ、款１７寄附金、項１寄附金

のうち主なものは、自治振興課に対する一

般寄附でございます。 

 目４墓地管理基金繰入金は、前年度に比

べ７２．４％の増となっております。 

 ５４ページ、款１９諸収入、項３貸付金

元利収入、目２中小企業事業資金融資預託

金収入は、金融機関からの戻入で、前年度

と同額となっております。 

 ５６ページ、項４雑入、目２雑入のうち

雑収入は、文化ホール入場料、商品券売上

金、市民農園利用料、南千里丘分室入居者

負担金等となっております。 

 ６４ページ、旅券事務印紙等売捌収入及

び旅券事務印紙等売捌手数料は、前年度に

比べ７．７％の増となっております。 

 続きまして、歳出でございますが、８２

ページ、目６都市交流費は、国際交流嘱託

員への報酬及び国際交流協会への補助金

等でございます。 

 ８４ページ、目１０防犯対策費は、防犯

灯に係る電気料金及び設置工事費、防犯カ

メラ保守点検委託料、防犯協会負担金等で

ございます。 

 ８６ページ、目１３自治振興費は、地区

振興委員への報酬のほか、市民相談業務委

託料、地域活性化事業及び摂津まつり振興

会への補助金等でございます。 

 ８８ページ、目１４コミュニティプラザ

費は、コミュニティプラザの維持管理及び

市民公益活動補助金等に係る経費でござ

います。 

 目１５コミュニティセンター費は、別府

コミュニティセンターの実施設計委託料

及び工事費でございます。 

 ９４ページ、項３戸籍住民基本台帳費、

目１戸籍住民基本台帳費は、戸籍住民基本

台帳事務に係る経費のほか、市民サービス

コーナーの管理、窓口業務の委託、旅券事

務、個人番号カード交付事務などに係る経

費でございます。 

 １２６ページ、款３民生費、項４生活文

化費、目１生活文化総務費は、市民文化ホ

ール、正雀市民ルーム、フォルテ３０１・

３０３、小川自動車駐車場の指定管理に係

る経費でございます。 

 １２８ページ、目２文化ホール費は、文

化ホールの総合管理委託料のほか、文化ホ

ールリニューアル工事監理委託料でござ

います。 

 １３４ページ、款４衛生費、項１保健衛

生費、目６斎場費は、斎場及び葬儀会館の

管理に係る経費でございます。 

 目７墓地管理費は、市営墓地の管理に係

る経費でございます。 

 １４２ページ、款５農林水産業費、項１

農業費、目１農業委員会費は、農業委員報

酬及び農業委員会に係る事務費でござい

ます。 

 目２農業総務費は、農政事務に係る経費

及び大阪府北部農業共済組合負担金でご

ざいます。 

 目３農業振興費は、地域米消費拡大対策
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事業、鳥飼なす保存、市民農園の管理指導

に係る委託料及び花とみどりの補助金、農

業祭実行委員会補助金等でございます。 

 １４４ページ、款６商工費、項１商工費、

目１商工総務費は、商工事務に係る経費及

び労働相談に係る報償金等でございます。 

 １４６ページ、目２商工振興費は、商品

券発行事業に係る経費、南千里丘分室管理

経費、創業支援事業、企業立地奨励金、中

小企業事業資金融資預託金等でございま

す。 

 １４８ページ、目３消費対策費は、消費

生活相談ルームの運営に係る経費等でご

ざいます。 

 １９６ページ、款９教育費、項５社会教

育費、目２文化振興費は、こども展覧会、

美術展、演劇祭、芸能文化祭、音楽祭等の

運営に係る委託料、旧味舌スポーツセンタ

ー耐震等工事基本・実施設計委託料等でご

ざいます。 

 ２０４ページ、項７保健体育費、目１保

健体育総務費は、スポーツ推進委員活動事

業に係る委員報酬等でございます。 

 目２体育振興費は、スポーツ教室、市長

杯総合スポーツ大会等に係る委託料、地区

市民体育祭実施に係る補助金等でござい

ます。 

 ２０６ページ、目３体育施設費は、吹田

市公舎跡地整備に係る工事費及び負担金、

市内体育施設維持管理運営に係る指定管

理料、修繕費等でございます。 

 以上、市民生活部にかかわります平成２

７年度摂津市一般会計歳入歳出決算の補

足説明とさせていただきます。 

○上村高義委員長 北野環境部長。 

○北野環境部長 認定第１号、平成２７年

度摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、環

境部にかかわります項目につきまして、目

を追って、その主なものを補足説明させて

いただきます。 

 まず、歳入でございますが、３２ページ、

款１３使用料及び手数料、項１使用料、目

３衛生使用料のうち環境センター及び環

境業務課に係るものは、リサイクルプラザ

用地使用料等で、前年度と同額となってお

ります。 

 ３４ページ、項２手数料、目２衛生手数

料のうち環境センター及び環境業務課に

係る主なものは、一般廃棄物焼却手数料、

一般廃棄物収集運搬処分手数料、し尿処理

手数料等でございます。また、環境政策課

に係るものは、飼犬登録手数料、狂犬病予

防注射済票交付手数料、愛玩動物死体処理

手数料、鳥獣飼養登録等事務手数料でござ

います。 

 ４６ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目３衛生費府補助金のうち環境政策

課に係りますものは、所有者不明動物死体

処理交付金と権限移譲交付金でございま

す。 

 ５２ページ、款１７寄附金、項１寄附金、

目１寄附金は、環境政策課に係る一般寄附

金でございます。 

 ５２ページ、款１８繰入金、項２基金繰

入金、目３環境基金繰入金は、平成２３年

度に創設いたしました環境基金からの繰

入金で、前年度と比べ１０．５％の増とな

っております。 

 ５８ページ、款１９諸収入、項４雑入、

目２雑入のうち主なものは、資源ごみ売却

収入、ペットボトル拠出金、次世代自動車

専用充電設備設置助成金で、前年度に比べ

３１．７％減となっております。 

 続きまして、歳出でございますが、１３

２ページ、款４衛生費、項１保健衛生費、

目３環境衛生費は、飼犬登録、動物死体処
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理及び消毒等業務に係る経費でございま

す。 

 １３４ページ、目４公害対策費は、大気、

水質、騒音、振動対策等に係る経費でござ

います。 

 目５環境政策費の主なものは、環境基金

への積立金、地球温暖化対策等の啓発事務

に係る経費でございます。 

 １３６ページ、項２清掃費、目１清掃総

務費は、一般廃棄物収集運搬事業に係る経

常的な経費でございます。 

 目２塵芥処理費の主なものは、再生資源

集団回収等の報償金、可燃・不燃ごみ、再

生資源に係る収集運搬委託料、不燃ごみ搬

出処理委託料等でございます。 

 目３し尿処理費は、し尿収集運搬委託料

のほか、し尿及び浄化槽汚泥の処理に係る

経費でございます。 

 １４０ページ、目４環境センター費は、

環境センターでのごみ焼却処理経費、夜間

等の運転管理業務委託経費のほか、３号炉

及び４号炉の維持管理に係る経費でござ

います。 

 以上、環境部にかかわります歳入歳出決

算の補足説明とさせていただきます。 

○上村高義委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 森西委員。 

○森西正委員 おはようございます。 

 それでは、歳入に当たっては決算書、歳

出に当たっては決算概要で質問をさせて

いただきたいと思います。 

 そしてまた、秋になって、昨日、おとと

いと行事がありましたけれども、皆様方に

は、行事を行っていただき、本当に市民に

喜んでいただきました。本当に感謝します。

多くの方が、いい笑顔で、楽しくされてま

したので、やはり摂津でこういう行事をた

くさんしていただいて、市民の皆さんには、

ふだんの生活が摂津に住んで楽しいなと

思えるよう、これからも考えていただきた

いと思います。 

 それでは、質問に入りたいと思います。 

 それでは、決算書の歳入ですけれど、３

８ページです。戸籍住民基本台帳費補助金

ですけれども、予算現額が５，０００万７，

０００円ということで、そして調定額が２，

４８６万４，０００円ということでありま

すが、収入済額も調定額と同じ２，４８６

万４，０００円でありますけれども、この

差について教えていただけたらと思いま

す。 

 それと、４０ページ、がん検診推進事業

補助金ですけれども、これも予算現額で１

３４万９，０００円ですけれども、調定額

と収入済額が１７万６，０００円になって

います。この差についても教えていただき

たいと思います。 

 続いて、４２ページですけれども、ここ

に国民年金事務委託金というのがありま

すけれども、これは、反対に予算、社会福

祉費委託金では、トータルで１，８９０万

７，０００円で、調定額と収入済額が２，

５８１万７，１１８円となっています。こ

こで、国民年金事務委託金が２，５３６万

８，７０８円ということですから、恐らく

国民年金事務委託金が増になって、社会福

祉費委託金が増になったと思いますけれ

ども、その点について、教えていただきた

いと思います。 

 それでは、歳出は、決算概要でお願いし

ます。 

 ４８ページ、中国、蚌埠市友好交流事業

ですけれども、決算で執行がゼロになって

おります。これは、中国の関係ということ

ではあろうかと思いますけれども、どうい
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う状況で、この中の現状、どのような状況

であったのか、もしあれやったら、今も含

めて、蚌埠市との間がどのようになってい

るのかを教えていただきたいと思います。 

 続いて、５０ページですけれども、ＬＥ

Ｄ防犯灯等防犯推進事業であります。以前

は、自治会で、防犯灯の管理運営をし、自

治会で防犯灯を交換するということであ

りました。ＬＥＤの防犯灯に変わりまして、

これが市で全て行うということになりま

したけれども、修繕、平素の点検はどうな

っておるのか、教えていただきたいと思い

ます。 

 続いて、防犯カメラ設置事業です。ここ

に委託料と出てますが、委託、点検につい

てはどのようになっているのか、教えてい

ただきたいと思います。 

 続いて、５４ページ、犯罪被害者等支援

事業ですけれども、執行率５２．１％です。

これは、実際に委託料、補助金が出てませ

んので、実際に事案が発生しないと出てこ

ないとは思いますけれども、ふだん、どう

いう活動をされているのか、教えていただ

きたいと思います。 

 ５４ページのその下、摂津まつり振興会

補助事業です。本年度、市制施行５０周年

ということで、摂津まつりを、平素よりも

大きい規模でさせていただいたと思うん

ですけれども、聞いている話によりますと、

まつり振興会の会計に残額がないという

ことを伺っております。平成２７年度、振

興会や他の団体、振興会の会計がどのよう

になっているのか、もしわかるようであれ

ば、お願いしたいと思います。 

 続いて、同じく５４ページ、コミュニテ

ィプラザ管理運営事業についてです。コミ

ュニティプラザ管理委託料、これが約１割

ほど残額が出ております。そして、修繕料

も予算が２００万円で、決算額が１０４万

９，７６０円で、残額が９５万２４０円と

いうことでありますけれども、委託料、修

繕がそれだけかからなかったということ

でありますが、恐らく経営努力をされたと

思うんですけれども、この残額が出てきた

内容を教えていただきたいと思います。 

 続いて、市民活動支援事業ですけれども、

この中で、市民公益活動補助金、予算で１

１０万７，０００円ですけれども、決算が

８０万９，０００円、残額が２９万８，０

００円と出ております。その残額について

教えていただきたいと思います。 

 飛びまして、６２ページ、旅券事務事業

についてですけれども、今、大阪府から摂

津市に旅券事務が来るようになりまして、

件数的にはどの程度あって、窓口業務との

関連や問題なくできているのか、もしくは、

今後、問題や課題など、そういうことが生

じているのかについて、教えていただきた

いと思います。 

 その下、コンビニ交付事業ですけれど 

も、ここで手数料が、予算で７５万円、決

算が２万２５円で、残額が７２万９，９７

５円ということです。この残額の内容を、

教えていただきたいと思います。 

 その下、個人番号カード交付事業ですけ

れども、現状と今後について、どのように

考えておられるのか、教えていただきたい

と思います。 

 それでは、６８ページに飛びます。真ん

中、社会福祉法人指導監査事業ですけれど

も、そこで、社会福祉法人設立許可等審査

委員会委員報酬ですけれども、予算が出て

て、決算がなくて、残額にそのまま出てき

ております。その点について、教えていた

だきたいのと、その下、社会福祉法人等指

導監査専門委員報酬、これも５０％と半分
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しか出ておりません。教えていただきたい

と思います。 

 次に、少し上に上がります。民生児童委

員協議会補助事業ですけれども、今年度、

改正というのはわかりますけれども、どの

ような状況で、どのような問題が発生して

いるのか、その点を教えていただきたいと

思います。 

 その下、地域福祉活動支援センター事業

ですけれども、その中の、これは修繕料等

が支出されてませんけれども、修繕が出な

かったということでしょうけれども、その

点、教えていただきたいと思います。 

 それで、次、７０ページ、災害時要援護

者支援事業ですけれども、そこに、実際こ

の件に関しては、登録されておられる市民

がおられると思います。全体でいうと対象

は何人ぐらいで、登録をされておられる方

が何名で、その登録されておられない方を

どのように考えておられるのか、教えてい

ただきたいと思います。 

 その上、災害見舞金給付事業ですけれど

も、予算１００万円の決算３５万円です。

残額６５万ですけれども、この件数、中身

を教えていただきたいと思います。 

 それでは、７２ページにお願いします。

敬老事業で、敬老祝金です。これ、議会で

も議論になりましたけれども、見直しをと

いうことでありました。今後、担当として

はどのように考えておられるのか、お聞か

せいただきたいと思います。 

 それから、一番下、老人クラブ活動事業

ですけれども、今、鳥飼地区の老人クラブ

はシニアクラブということで名前を変え

られて活動されてます。そこで、自治会と

タイアップをして、協力をして自治会員に

老人クラブに入っていただくように、協力、

推進をという声があります。今の老人クラ

ブ自身の現状を教えていただきたいと思

います。 

 少し上に上がっていただいて、介護予

防・ふれあい事業のふれあい配食サービス

事業委託料ですけれども、８８２万７，０

００円の予算で５５９万４，３６３円の決

算、残額は３２３万２，６３７円です。そ

の残額について教えていただきたいと思

います。 

 ７６ページ、障害者職業能力開発センタ

ー等補助事業ですけれども、そこの補助金、

予算が８８２万９，０００円、決算で６８

１万２０２円、残額が２７４万７，７９８

円の、執行率が６８．９％です。その残額

について教えていただきたいと思います。 

 それでは、８６ページ、市民ルームフォ

ルテ管理事業と、フォルテ摂津、正雀市民

ルーム、小川駐車場、文化ホールは改修し

てますけれども、実際の収支、ここには経

費は支出されております。入ってくる手数

料収入があると思いますけれども、別で何

かあるのか、その収支とあわせて、実際の

収支はどうなのかを教えていただきたい

と思います。 

 ９０ページに戻っていただいて、がん検

診事業です。昨日、保健センターで健康ま

つりで国保の課長に、聞かせていただいた

んですが、所管ではないからということで

したけれども、がんの検診で、近隣市の受

診率が出てました。箕面市が、近隣市に比

べると高い受診率でありました。なぜ箕面

市が突出して高くて、何か違うような事業

をされているのか、教えていただきたいと

思います。 

 それでは、９４ページで、環境、保健衛

生のところでＪＲ東海との訴訟に関する

分は、どこで支出されているのかわからな

かったので、教えていただきたいと思いま
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す。 

 続いて、９６ページです。斎場管理事業

並びに葬儀会館管理運営事業ですけれど

も、これについて、実際に利用者からいた

だいている分もあると思いますけれども、

この収支がどうなっているのか、教えてい

ただきたいと思います。 

 その下、９６ページ、墓地管理事業です

けれども、実際、現状、摂津市で管理をさ

れている墓地がどうなっているのか、教え

ていただきたいと思います。 

 ９８ページ、リサイクルプラザ整備事業

ですけれども、修繕料１５８万１，０００

円の予算が出て、決算が１６万２，７２４

円、残額が１４１万８，２７６円です。こ

の残額について教えていただきたいと思

います。 

 それでは、同じく９８ページのし尿収集

事業ですけれども、ここで負担金がありま

すけれども、負担金の残額について教えて

いただきたいと思います。 

 次に、１００ページ、ごみ処理施設維持

管理事業ですけれども、水道光熱費がかな

りの残額が出ております。これは、ご努力

によって削減分が出てきたと思いますけ

れども、消耗品、燃料費等も含めて、この

残額について教えていただきたいと思い

ます。 

 続いて、１０２ページ、市民農園設置事

業ですけれども、市民農園の設置委託料、

２４万３，０００円の予算で、決算が３万

９，９６０円、残額が２０万３，０４０円

ということです。農園整備委託料も、３０

万の予算で１５万２，１７２円、残額が１

４万７，８２８円ということですけれども、

この残額について教えていただきたいと

思います。 

 それと、１０６ページでお願いします。

商品券発行事業ですけれども、今年度はス

クラッチということでありますけれども、

商品券の検証をしてどうであるのかと、今、

スクラッチを実施中ですけれども、その点

について、どうなのか、お答えをいただき

たいと思います。 

 その下、企業立地等促進事業ですけれど

も、企業立地奨励金です。これは、１億２，

７１１万６，０００円、決算が８，２５１

万８，７７４円の、残額が４，４５９万７，

２２６円です。これは、予算を計上して、

それだけしかなかったということでしょ

うけれども、その残額について、また考え

についてお聞かせをいただきたいと思い

ます。 

 続いて、南千里丘分室管理事業ですけれ

ども、これは、商工会のある、この３階の

ところでありますけれども、使用頻度と、

そしてこの残額をどのように考えておら

れるのか、お聞かせをいただきたいと思い

ます。 

 そして、１０８ページ、立入調査事務事

業ですけれども、この立入調査事務事業に

ついてはどういうことをされているのか、

お聞かせをいただきたいと思います。 

 飛んで、１５８ページ、体育施設維持管

理事業ですけれども、この中で吹田市公舎

跡地整備負担金がありますけれども、残額

が多く出てます。整備工事に関しても残額

が出てますけれども、この点、教えていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○上村高義委員長 それでは答弁を求め

ます。 

 早川課長。 

○早川自治振興課長 それでは、自治振興

課にかかわります森西委員のご質問にご

答弁させていただきます。 
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 まず、１点目、中国、蚌埠市の今の状況

でございますが、昭和５９年５月５日に友

好都市の締結をしております。友好物産展

の開催やスポーツ少年団等文化交流、書道

作品の相互交換などの相互交流を通して、

行政間交流から市民レベルでの交流に変

化しておりましたが、蚌埠市側から市場経

済という言葉がよく聞かれるようになり、

日中関係の悪化から、ここ数年、交流は途

絶えております。 

 今年度におきましては、市制施行５０周

年ということで、２度案内を送らせていた

だいたんですが、返事等はございませんで

した。ということで、現在は、まだ連絡等

はとれていない状況でございます。 

 次に、防犯灯でございますが、修繕はど

うなっているかということでございます。 

 こちらにつきましては、平成２５年１月

までに防犯灯管理を自治会等で行ってい

ただいておりました。防犯灯維持管理費補

助金として、今までは５００万円、自治会

にお渡ししておりましたが、平成２６年度

以降は、ＬＥＤ化に伴いまして市管理とす

ることができましたので、修繕費として市

で予算を見ておりましたが、平成２７年度

は１００万円の予算を一応当初組んでお

りましたが、自動点滅器の線が古くなった

というのと、防犯灯の防犯灯柱ですか、そ

れが腐食しているとか、移設してほしいと

かいう要望が多くありましたので、平成２

７年度につきましては１９９万２，４８２

円の決算となっております。 

 続きまして、カメラの保守点検委託業務

はどうなっているかでございますが、こち

らにつきましては、平成２７年度につきま

しては３０台分、１６０万９，２００円を

三星ダイヤモンド工業株式会社がおとり

になられております。 

 内容としましては、定期保守点検業務、

年に１回依頼しております。点検項目は、

本体に損傷、腐食、変形等がないかを点検

すること、赤外線、ＬＥＤが機能している

かを点検すること、プライバシーマスクが

機能しているかを点検すること、ピント、

画質及び画角を確認し、必要に応じて調整

すること、カメラから録画装置までのケー

ブルに損傷等がないかを点検すること、カ

メラレンズ及びカメラの外装を清掃する

こと等が内容となっております。 

 次に、犯罪被害者等支援事業の業務内容

でございますかね、こちらにつきましては、

今年、決算は、先ほど言われてましたよう

に少なくなっておりますのは、見舞金が２

件、２０万円となっておりますので、決算

としては少なくなっております。 

 職務内容につきましては、犯罪被害者等

に対する総合相談、情報提供、助言、各種

の支援措置やサービスの申請、手続補助及

び関係部署、その他の関係機関、団体への

紹介や調整等の職務に従事していただい

ております。特に、摂津警察とは常に連携

して、ＤＶ等の対応に従事していただいて

おります。 

 次に、まつりの補助金でございますが、

平成２７年度につきましては５０万円の

増となっております。こちらにつきまして

は、まつりの４０周年事業ということで、

５０万円の増をいただいております。この

５０万円の増につきましては、警備担当等

の費用に充てさせていただいておりまし

て、警備と自転車の整理、こちらの費用が

少し膨れておりますので、そちらの費用と

させていただいております。 

 また、２８年度、こちらにつきましては、

市制施行５０周年ということで事業をさ

せていただきましたが、予算の範囲内で適
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正に、まつり振興会に行っていただいたと

いうことでご理解いただきたいと思いま

す。 

 最後に、小川自動車駐車場でございます

が、こちらにつきましては、平成２７年度、

今まで、従来管理人がおりました、プレハ

ブがありましたが、これの撤去を行ってお

ります。この分が６９万１，２００円、こ

の後に５台分の駐車スペースをつくって、

収益の増に臨んでおります。 

 それと、小川自動車駐車場の管理事業と

して、指定管理料としましては４６６万円

となっております。 

 収入としましては、２６年度５４２万８，

９００円、平成２７年度は５３７万２，０

００円となっておりますので、収益として

はもうかっている状況でございます。 

 以上です。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 それでは、私から、

歳入歳出のがん検診事業についてお答え

させていただきます。 

 まず、歳入のがん検診推進事業補助金に

ついてでございます。 

 こちらは、２６年度は、乳がん、子宮頸

がんの節目対象者に係る検診費用及び事

務費の補助ということで、補助率２分の１

となっておりましたが、平成２７年度につ

きましては、このうち、乳がん、子宮頸が

ん節目対象者に係る検診費ではなく、自己

負担金に対する補助ということで、対象項

目の見直しがございました。摂津市で言い

ますと、乳がん検診につきましては４０歳

の節目の方、子宮頸がん検診につきまして

は２０歳の節目の方、この方々が受診され

た自己負担金相当額に対する補助となり、

検診費用額への補助と、金額に随分差異が

生じましたので、歳入の金額にも差が生じ

ております。 

 次に、歳出に係りますがん検診事業です。 

 こちらにつきましては、確かに、今ご指

摘いただきましたように、箕面市の受診率

が、近隣市に比べて大変高いという状況に

あります。それにつきましては、３点想定

できる点があります。 

 まず１点目です。いずれのがん検診につ

きましても、集団と個別の二つの方式で実

施されているという点です。 

 ２点目は、箕面市では市立医療保健セン

ターという身近な医療機関があり、健診を

受けやすい日程等が摂津市に比べると多

くあり、受けやすさが受診率の向上につな

がっているのではないかと考えます。 

 ３点目ですけれども、検診の費用の自己

負担がないということです。その３点が受

診率が高い理由ではないかと思われます

が、検診料が無料であるところが必ずしも

高いかというと、そうではないので、この

あたりの要因が重なり合って受診率が高

い状況にあるのではないかと考えており

ます。 

○上村高義委員長 川本課長。 

○川本市民課長 それでは、市民課に係り

ますご質問にお答え申し上げます。 

 まず、歳入の個人番号カード交付事業費

補助金、それから個人番号カード交付事務

費補助金の調定額と収入済額の差という

ことでございますけれども、これらの補助

金につきましては、国から通知を受けて、

提示を受けまして、当初、予算を設定して

おります。実際のところ、国から確定の数

字をいただいたのがこの額でございまし

た。 

 これにつきましては、恐らくですけれど

も、国でシステムのトラブル等がありまし

たので、その関係で全国的に個人番号カー
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ドの交付の状況が想定より少なかったと

いうことが要因と思われます。 

 続きまして、旅券事務の件数でございま

すが、パスポートにつきましては、平成２

７年度におきまして本市の市民の方で府

のパスポートセンターで申請をされてい

る方が５６５名、摂津市役所で申請されて

いる方が１，７１６名でございまして、率

にしまして、７５．２％の方が市役所の窓

口で申請されているという状況でござい

ます。 

 窓口委託業務との絡みということでご

ざいましたけれども、パスポートの申請、

それから交付につきましては民間事業者

で仕事を行っております。 

 続きまして、コンビニ交付の手数料の残

額が多いということでございますけれど

も、この手数料につきましてはコンビニに

支払う手数料でございます。これにつきま

しては、予算編成当時、どれぐらい件数が

あるのかというのがわかりませんでした

ので、多目に設定しておりました。実際、

決算で平成２７年度はこの額ということ

でございます。 

 続きまして、個人番号カードの交付の現

状ということでございますけれども、個人

番号カードにつきましては、今年の１月下

旬から交付を始めておりまして、先週末現

在で摂津市民７，２８８人の方にカードを

お渡ししておりまして、率にしまして約８．

５％の方にカードをお渡ししております。 

 今後につきましても、カードの申請自体

はずっと続きますので、同じように申請を

受けて交付を続けていくということでご

ざいます。 

 続きまして、斎場と葬儀会館の収支とい

うことでございます。 

 決算書にありますように、斎場につきま

しては、斎場の使用料が、約１，４７４万

円ございまして、支出が約３，３２８万円

でございます。せっつメモリアルホールに

つきましては、せっつメモリアルホールの

使用料約２，８６９万円でございまして、

支出が約４，７９４万円でございます。大

体、約半分ほど市の財源の持ち出しという

ことでございます。 

 続きまして、墓地管理の現状はどうなっ

ているかということでございますけれど

も、本市におきましては市内に市営墓地が

３か所ございまして、合計３００基の区画

がございます。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、国保年金

課に係ります国民年金事務委託料、４２ペ

ージの委託料につきましてご説明させて

いただきます。 

 まず、予算１，８４２万１，０００円に

対しまして、決算が２，５３６万８，００

０円と、決算が増額となった要因でござい

ます。国民年金事務委託金に関しましては

法定受託事務であります基礎年金事務や

市町村が協力、連携の下、行っておる広報

とか制度説明等の事務に係りまして、国か

ら交付金をいただいておるものでござい

ます。 

 予算につきましては、これまでの交付単

価をもとに積算をさせていただいており

ましたが、平成２７年３月に交付金算定に

伴う省令の一部改正がございまして、これ

に伴いまして算定額、単価が増額となった。

こういったところで、一つ増額の要因とな

っております。 

 もう１点としまして、平成２５年度にね

んきんネットが導入されまして、それに伴

いまして窓口における納付状況や免除状
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況、そういったものが確認できるようにな

りまして、窓口における相談の充実、協力、

連携の費用、交付額がふえたというところ

になっております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 谷内田課長。 

○谷内田市民活動支援課長 それでは、市

民活動支援課に係ります質問に答弁いた

します。 

 まず、コミュニティプラザ管理事業のう

ち、指定管理料の執行残、この内訳につい

てでございますけれども、指定管理料、約

１，０００万円ほど執行残額がございます

が、このうち主なものといたしましては、

まず一つには人件費、それからもう一つが

光熱水費となっております。 

 人件費につきましては、当初予算では２，

３００万円ほどを予定しておりましたが、

決算額では２，０００万円弱ということで、

この人件費のところで４６６万３，２６６

円の残額がございます。 

 もう一つの光熱水費が、こちらが当初２，

３９０万円を予定しておりましたが、決算

額が約１，９００万円ということで、執行

残額につきましては４８６万３，１４２円

ということになっておりまして、これで大

体８００万円以上の執行残額が出てきた

という形になっております。 

 それと、コミュニティプラザ管理事業の

うち、もう一つ修繕料についてですけれど

も、修繕料につきましては当初２００万円

予定しておりましたが、この修繕料につき

ましては緊急対応用の修繕料ということ

で見込んでおりましたので、平成２７年度、

そういった修繕が少なかったということ

で執行残額が出てきております。 

 あと、市民活動支援事業のうち市民公益

活動補助金、こちらが２９万８，０００円、

執行残額があるというところですけれど

も、この補助金につきましては三つコース

がございまして、発展事業コース、それか

ら人材育成コース、それから初期事業コー

スという三つのコースがあるんですけれ

ども、人材育成事業コースを除きまして二

つのコースにつきましては年度当初に補

助金申請をしていただきまして、一旦交付

決定をさせていただいております。その後、

各団体が実際に事業を実施されて、最終的

にかかった経費のうち対象経費に補助率

を掛けて補助金の最終確定をいたしてお

りますが、このうち二つの団体、当初申請

いただいた金額から、事業を実施するに当

たっていろいろと事情がございまして、実

施回数が少なくなったという形で、当初申

請いただいていた金額からかなり下がっ

た団体が二つございます。そういったとこ

ろで、補助金の執行残額が出てきておりま

す。 

 最後、市民ルームフォルテと正雀市民ル

ームの収支のところですけれども、フォル

テにつきましては歳出４１３万９，６２２

円に対して収入が２４１万３，４８０円と

なっております。あと、市民ルームにつき

ましては歳出が全体で１，７１９万５，７

４２円に対しまして収入が合計で３３９

万９，３５０円という形になっておりまし

て、それぞれ若干持ち出しが多いという状

況になっております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 丹羽課長。 

○丹羽保健福祉課長 それでは、保健福祉

課にかかわりますご質問にご答弁させて

いただきます。 

 まず、１点目でございます。社会福祉法

人指導監査事業の委員報酬の残額につい

てのご質問にお答えさせていただきます。 
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 本事業につきましては、平成２５年度か

ら大阪府から権限移譲をいただいたもの

でございます。大きく２点ございまして、

一つは社会福祉法人の設立認可の権限、も

う一つは社会福祉法人の法人部分の指導

監査にかかわる部分の権限移譲を受けさ

せていただきました。 

 １点目、社会福祉法人の設立認可等、審

査委員会委員報酬について執行がゼロと

いうことでございますが、この報酬につき

ましては、法人の設立について申請があれ

ばこの審査会を設けて審査を行うという

ことになってございまして、平成２７年度

につきましては摂津市で新たな社会福祉

法人の設立がなかったために執行率がゼ

ロとなってございます。 

 それと、あと指導監査委員の報酬につき

ましては、半額８万４，０００円の執行に

なってございます。これにつきましては、

２か所の法人について指導監査を行い、各

２回、公認会計士の方にご出向いただいて、

委員報酬を執行したものでございます。 

 続きまして、民生児童委員協議会におき

ます現状と課題というお問いでしたと思

いますけれども、現状につきまして民生委

員には、以前に比べれば専業主婦でない方

がたくさんなられておりまして、民生委員

になられている方自体が変わってきてお

ります。これは、平成２８年度、もう既に

ご承知だと思います、一斉改選がございま

して、民生委員の業務等々が増える中、な

かなか一斉改選の中で次の方にお願いす

ることがはかどっていない状況にあると

いうことでご報告させていただきたいと

思います。 

 続きまして、地域福祉活動支援センター

事業におきます修繕料の執行についての

お問いにお答えさせていただきます。 

 これも、７万３，０００円の予算額につ

きまして未執行となってございますが、こ

れは、この修繕料につきましては定期的な、

計画的な修繕でございませんので、緊急的

な修繕を予測した予算になってございま

す。したがいまして、平成２７年度におき

ましては緊急的な修繕がなかったという

ことで執行率がゼロになってございます。 

 続きまして、災害時要援護者支援事業に

ついてのお問いに答えさせていただきま

す。 

 要援護者数につきましては、平成２８年

３月３１日現在でございますが、１万８，

３６０人ということになってございます。

同意要援護者の名簿を提出していただい

ている方につきましては、１，４３１人の

方から同意書をいただいております。 

 まだまだ要綱に基づいての未登録の方

が多数おられるかと思いますけれども、こ

の方につきましては高齢介護課に協力を

得まして、ひとり暮らしの登録をされると

きにＰＲをしていただいたり、民生委員等

につきましても要援護者の登録が必要じ

ゃないかという方がおられましたらＰＲ

を行っていただいているような状況にな

ってございます。 

 今後につきましても、さらに登録が増え

るように、また自治会、民生委員等にご協

力をお願いしていきたいと考えておりま

す。 

 あと、災害見舞金給付事業でございます。

これ執行内容、決算額が３５万円になって

ございますが、平成２７年度におきまして

は全焼、全壊、流出について３件、半焼、

半壊、床上浸水について１件、合計しまし

て３５万円となってございます。 

 具体的な内容といたしましては、火災が

主な事項になっております。鳥飼西で全焼
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１件、半焼１件の事案がありましたのと、

鳥飼本町で全焼が１件、鳥飼下で、全焼が

１件ということで、火災に対しての災害見

舞金の支出でございます。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 吉田課長。 

○吉田高齢介護課長 それでは、高齢介護

課に関します３点のご質問についてご答

弁させていただきます。 

 まず、１点目といたしましては敬老事業

の見直しについて担当課としてどのよう

に考えているのかということでございま

す。 

 敬老事業、特に敬老金に関しましては、

７７歳の方は８，０００円、８８歳の方は

１万５，０００円、９９歳の方は３万円、

１００歳以上の方は５万円を給付してお

る事業でございまして、あと祝い品としま

して結婚５０年の方、おしどり夫婦ともに

８０歳の方への長寿の祝い品の交付事業、

あと９０歳、１００歳の方への記念品の交

付等の事業を行っております。 

 特に、ご質問に関しては敬老金に関して

で、５次行革で見直しの対象になった経過

等がございますが、この敬老金のことも含

めまして、高齢者の事業、介護保険も含め

まして全体として本来考えていくべき事

業ではないのかなと考えております。 

 もちろん、他市等で敬老金の見直しが行

われておるということが新聞報道等でも

載っておるということは私自身も知って

はおりますが、介護保険の制度も市町村の

役割がふえておる中で、どのように高齢者

の施策として位置づけしていくのかと。何

を優先するべきなのかということを考え

ていく中で、この事業も考えていくべきな

のか。 

 特に、高齢者の方に関しての予防の事業

を介護保険では進めていっておりますの

で、どういう事業にしていくべきなのか、

何がいいのかということをしっかりと考

えさせていただいた上で、敬老という事業

に関しても行っていくべきと考えており

ます。 

 ２点目といたしまして、老人クラブの活

動の現状についてどうなのかということ

ですけれども、老人クラブ、平成２７年度

といたしましては、単位クラブ数としては

５７クラブ、会員数としては３，０９６名

の方が会員として活動されております。そ

の上に、老人クラブの連合会があり、例え

ばグラウンドゴルフ大会や各種の大会、将

棋とか、そういう選考会、あとはいきいき

健康づくりの交流会などの支援とかなど

もされております。 

 特に、講演会とかカラオケ大会など活発

に活動されておると聞いておりまして、私

自身もこのグラウンドゴルフ大会、先日お

伺いさせてもらって、非常に皆さん、特に

男性の方が非常に活躍されていて、私のイ

メージは女性の方が多いイメージだった

んですけれども、すごく活発に活動されて

いるなというのが私自身、正直感じておる

ところです。 

 ただ、今、委員も指摘ありましたように、

クラブとして会員の方々の減少が非常に

あるということで、個々のクラブの中でご

苦労されておるというお話は実際ご相談

も受けておる状況でございまして、平成２

６年４月１日と平成２７年４月１日との

数ですけれども、１３０名の会員が減少し

ておる状況で、どのようにして今後、会員

の方々をふやしていけるのか、クラブとし

て位置していけるのかということが大き

な課題の一つになっておるのではないの

かなと考えております。 
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 次に、配食サービスの残額に関してどう

なっておるのかということでございます

が、配食サービスは高齢者の方に関して、

お昼及び夕食に関してお弁当等を配らせ

ていただくサービスでございますが、実際

お昼は社会福祉協議会で、夕食に関しまし

ては桜苑と白鷺園に委託して事業を進め

させていただいておるという状況でござ

います。 

 ただ、この配食のサービスに関しまして

は民間等のサービスの事業所も多く最近

はございまして、その中で事業としては減

少傾向、食数等は減少傾向になっておりま

す。平成２７年度実績で言いますと、１万

６，７２７食を配食サービスとして提供さ

せてはいただいておるんですけれども、実

際、平成２６年度との減少は１，４７８食

減少しておるということで、パーセンテー

ジで８％も減少していて、実際それが残額

になっておるのではないのかなと思って

おります。 

 事業として、やはり民間のところの事業

も多くありますので、そことの関係性で、

少し事業としては減っておると。その結果、

残額が出ておると考えております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 それでは、障害福祉

課にかかわります決算概要７６ページ、障

害者職業能力開発センター等補助事業、こ

ちらの残額についてお答えいたします。 

 こちらにつきましては、摂津市障害者職

業能力開発センター・くすのきと茨木・摂

津障害者就業・生活支援センター、こちら

に対します運営補助金の交付を行ってお

ります。 

 それで、こちらにつきましては電気契約

を平成２６年度末に新電力会社・ＰＰＳ事

業者へ切りかえを行ったことによる削減

の効果がありますのと、あと平成２７年４

月から社会福祉事業団と宥和会が合併し、

摂津宥和会となっております。この法人合

併によりまして、それまでは備品の購入と

いうのを各施設で購入していたんですけ

れども、法人合併によりまして、効率的な

備品活用によりまして新規の購入を削減

した、それによる事業費の削減、これが補

助金の減につながったものであります。 

○上村高義委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、森西

委員の吹田市公舎跡地整備負担金及び工

事についてお答えいたします。 

 まず、吹田市公舎跡地の整備負担金でご

ざいますけれども、こちらにつきましては

吹田市が工事発注を行いまして、摂津市が

負担をするという形の協定を結んでおり

ました。これが、当初は吹田市の概算の工

事金額に合わせた負担ということで計上

させていただきました。結果としまして、

実際の工事金額というのが下がったため、

減額となったということになりましたの

で、摂津市の負担金も減額という形になっ

ております。 

 また、工事につきましては吹田市と摂津

の工事ということ以外に、建築確認が必要

になる工事、管理人室の設置工事でありま

すとかトイレ、倉庫の設置に関しましては

摂津市が工事をするということになって

おりまして、こちらも当初見積もりにつき

ましては概算ということで計上させてい

ただいておりましたけれども、決算、契約

いたしました額というのが減額となりま

したので、その差額が出ておるということ

でございます。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 三浦課長。 



- 19 - 

 

○三浦環境政策課長 それでは、環境政策

課に係りますＪＲ東海との訴訟に関する

ご質問にお答えいたします。 

 ＪＲ東海との訴訟に係る費用につきま

しては、決算概要８８ページ、保健衛生総

務費の中の一般事務事業の中で訴訟委託

料として上げさせていただいております。 

 中身につきましては、弁護団の委託料、

訴訟にかかわる実費、大学教授２名への意

見書の作成料、それと摂津市域の地盤状況

の調査にかかわる委託料で、決算額につき

ましては６８４万４，２３９円となってお

ります。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 野村次長。 

○野村環境部次長 それでは、私から環境

業務課にかかわりますご質問にお答えさ

せていただきます。 

 リサイクルプラザ整備事業の修繕料の

残額についてというご質問でございます。 

 ご承知のとおり、リサイクルプラザにお

きましては市民の皆様から分別いただい

た資源を収集運搬してきたものを再分別

及び中間処理を行っている施設でござい

ます。 

 こちらの施設で使っております設備、ペ

ットボトルの圧縮減容機であるとか、空き

缶をアルミ缶とスチール缶に選別する器

具であったり、作業していただいている

方々の労働安全衛生上の問題でのスポッ

トクーラー等の設備がございます。それら

の修繕費用ということで充てておりまし

て、平成２７年度はその執行額が１６万２，

０００円であったということでございま

す。 

 以上です。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木環境部参事 それでは、森西委員の

２点のご質問にお答えいたします。 

 １点目の決算概要９８ページ、し尿収集

事業のし尿処理負担金の残額につきまし

ては、本市はし尿処理を豊能町衛生センタ

ーで処理を行っております。処理費用につ

きましては、本市と豊能町の各処理量を合

計処理費で除しまして、金額を算出したも

のが処理単価として計算し、負担をいたし

ます。 

 平成２７年度といたしましては単価が

２万４，６２３円となり、本市分の処理費

は、投入量が１，０４１キロリットルであ

り、負担金で申し上げますと２，５６３万

７，４６８円となり、残額が４３６万２，

５３２円となったものでございます。 

 年間の施設の維持管理につきましては、

突発的な事情が出る場合もありますので、

一定多少の残額は必要ではないかと理解

しているところでございます。 

 ２点目の環境センターのごみ処理施設

維持管理事業におきます光熱水費や消耗

品への取り組みにつきましてご答弁申し

上げます。 

 環境センターでは焼却炉が２炉ありま

すが、ごみの分別やごみのリサイクル等の

ご協力によりまして、１炉運転を達成して

おります。 

 光熱水費の削減につきましては、日々取

り組んでおります。特に、運転の管理の効

率化、またＬＥＤの照明器具を一部採用す

るなりして取り組んでいるところでござ

います。 

 ただ、水道光熱費の中で電気代が全体の

９１・５８％を占めておりまして、電気代

のさらなる削減が重要と考えております。 

 また、消耗品につきましては、ウエート

を占めるのが薬剤の費用でございます。特

に、薬剤関係で１２品目の薬剤を使用して



- 20 - 

 

おりまして、それが６４．１％のウエート

を占めております。 

 そのほかに、プラントの維持管理の部品

であるとかを手配しまして修繕している

状況でありまして、こういう状況から特に

薬剤の使用量につきましては注視しなが

ら、経費削減に努めてまいりたいと考えて

いるところでございます。 

 以上です。 

○上村高義委員長 辻農業委員会事務局

長。 

○辻農業委員会事務局長 それでは、産業

振興課にかかわりますご質問のうち、市民

農園に係る質問にご答弁いたします。 

 まず、市民農園の設置委託料でございま

す。こちらは、現在、各所で設置しており

ます市民農園につきまして、市民から提供

いただきました農地を市民農園として運

用していくために必要な設備整備でござ

いますとか、維持管理等の経費を委託によ

り行っておるところでございます。 

 したがいまして、満額の予算執行を前提

としたものではございません。平成２７年

度につきましては、市民農園に係ります排

水会所の設置、これが設備の整備で必要で

ございましたので、１件のみ執行いたしま

したところでございます。 

 それから、農園整備委託料、こちらにつ

きましては現在市内で１か所、体験型の市

民農園を設置しておりまして、年間１８回

コースで農作物の栽培等々を学んでいた

だける農園として運用しているところで

ございます。摂津市では、それを「ファミ

リーファーム」と呼んでおりますけども、

こちらにつきましても農園の整備等に必

要となった経費が大体半額くらいであっ

たということになりますので、市民農園の

設置委託料と同様に満額の執行に至らな

かったものでございます。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 池上参事。 

○池上市民生活部参事 それでは、産業振

興課、商工労政に係りますご質問にお答え

させていただきます。 

 まず、商品券発行事業でございますけれ

ども、昨年は国の交付金を充てて商品券発

行事業を実施したものでございます。昨年

につきましては、国の推奨でありますプレ

ミアム分を２０％といたしまして、１冊１

万２，０００円分を１万円で販売いたしま

した。 

 総発行枚数につきましては１万５，００

０冊、プレミアム分を含めまして１億８，

０００万円、１人２冊まで購入可能という

ことで行いました。 

 販売につきましては、昨年は事前予約制

をとりまして、はがき等で申し込みいただ

き、あと、郵便局で引きかえを行っていた

だくという方法をとりましたので、販売に

ついてはおおむねスムーズに行えたかな

と思っております。 

 参加店につきましては、大規模店が１８

店、中規模店が１３店、小規模店が３１４

店の、合計３４５店舗が取扱店として登録

いただきました。 

 全体の使用率につきましては、９９．８

４％でございました。 

 商品券の検証について、アンケートをと

っておりますけれども、まず消費者の方へ

お聞きしたところ、まず購入冊数ですけれ

ども、２冊までということになっておりま

すので、２冊分を求められる方が多かった

ということと、ほとんどが日常の買い物に

使用したという消費者からのお言葉もい

ただいております。 

 それと、取扱店にお聞きしたところ、商
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品券発行事業によりまして１５％の店舗

が、入込客数が増加しましたと、集客面の

効果もありましたというお声もいただい

ており、あと２３％の店舗におきましても

売り上げが伸びたということも聞いてお

ります。ただ、１５％の店舗がデメリット

を感じたと。このデメリットといいますの

は、換金手続きが面倒等ということでござ

います。 

 あと、全体的なもので言いますと、使用

実績を見ますと、先ほど申し上げました参

加店舗、大規模店、中規模店、小規模店と

申し上げましたけれども、その取扱店舗の

５％程度、１８店の大規模店において換金

額の実績が６５％を占めております。中規

模店、１３店ございますけれども、それを

含めますと全体の９０％弱になります。と

いうことは、取扱店の９０％を占めます小

規模店での使用率が１０％強、１１％です

けれども、それだけにとどまってしまいま

して、結果的には大規模店、中型店に商品

券が流れてしまったということになりま

す。小規模店につきましては、厳しい状況

になっておったのかなと思います。 

 今回のスクラッチの件ですけれども、ス

クラッチ事業につきましては、この１１月

１０日から始めたところですので、まだ何

とも言えないところはあるんですけれど

も、今回スクラッチを実施するに当たりま

して、新たにスクラッチに参加いただく店

舗を募集いたしました。募集したところ、

１８７店舗がご参加いただきました。 

 そこで、今回、金券というか、買い物券

が当たるということもありますが、もう一

つの目的としまして小規模事業者、小売店

舗、飲食店にも集客のため努力いただきた

いという思いもございまして、はずれ券の

サービスというのを提案いただけるよう

求めたところ、参加店の約半数に当たりま

す９３店舗が独自のはずれ券サービスを

していただけるということになりました。

それぞれ中身は違いますけれども、各店舗

もこのスクラッチの事業を通じて集客の

努力というか、そういったものに取り組ま

れるということでございます。 

 現在、参加店を職員が何店か訪問をして

おりますけれども、今お聞きしてする中で

は、このスクラッチ事業についてはお客と

会話が弾むであるとか、スクラッチを削る

ときに非常にドキドキしながらお客と話

しながらやっていますとか、そういったご

意見を聞いておりまして、今のところトラ

ブル等については聞いておらないという

ことでございます。 

 続きまして企業立地の奨励金でござい

ますけれども、残額が４，５００万円ほど

あったということですけれども、今まで奨

励金を交付しているところにつきまして

は減価償却率等をもとに翌年度の交付額

を決めて見積もっておりまして、また新規

の事業所につきましては工事の予定価格

等で試算をしておりまして予算を計上し

ておるところでございます。それが、新規

の事業等についてはやはり最後の工事の

価格等が違う、また実際見込んでいた試算

が算入されていない、できないということ

もございまして、これの差が生じてきてい

るものでございます。 

 それと、南千里丘の分室の使用率でござ

いますが、「産業支援ルーム」と名前をつ

けておりますけれども、平成２６年１１月

から使用開始をしております。 

 平成２６年度につきましては、前回もお

答えいたしましたが、２３回、平成２７年

度は６１回となっておりまして、平成２８

年度につきましては７０回から８０回程
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度の使用を見込んでおるところでござい

ます。 

 使用内容といたしましては、就労支援の

ための講座の開催及び関係団体のセミナ

ー等へ貸し出しとなってございます。 

 続きまして、立入調査事業についてです

けれども、立入調査事業につきましては府

の権限移譲に伴う事務でございまして、年

１回、実施しております。 

 実施内容としましては、市内の販売事業

者に対しまして、家庭用品品質表示法、国

民生活安定緊急措置法、ガス事業法及び電

気用品安全法に基づく店舗への立入調査

ということになっておりまして、私ども職

員が各店舗に参りまして、ライターや乗車

用ヘルメット、いろいろな品目によるんで

すけども、それぞれ安全マークの表示がさ

れているかどうか、また販売価格等が適切

に表示されているかどうかを調査してい

るものでございます。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 それでは、何点か抜けてい

る部分もあったりして、また再度、質問を

したいと思います。 

 ＬＥＤの防犯灯ですけれども、修繕の件

は今お聞きしました。委託点検はどういう

形で委託点検をされているのか、お聞かせ

いただきたいと思います。 

 次に、社会福祉法人指導監査事業につい

てですけれども、これ報酬の残額が出てい

ますけれども、その点については今お聞き

しましたけれども、欠席をされてとか、そ

れで残額が出たのかをお聞かせいただき

たいと思います。 

 災害要援護者支援の件ですけれども、１

万８，３６０人の方の対象者がおられて、

名簿の同意をいただいたというのが１，４

３１人というご答弁だったと思うんです

けれども、そう考えると１割も満たさない

ようです。 

 市としては、必要だということで進めら

れている事業でありますけれども、その点、

努力はしていくということでありましょ

うけれども、なかなか現状、数字が上がっ

ていないのが現状であります。 

 自治会、もしくは民生委員ということで

のご答弁でしたけれども、例えば、私も自

治会長をしていますけれども、要援護者の

その名簿をいただいても、全く活用できな

いぐらいの名簿なのです。自治会の名簿の

方がちゃんとできているわけです。だから、

例えば自治会を利用して、反対にそのよう

な名簿を作成していくとか、そういう考え

はないのか、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

 敬老祝金の件ですけれども、ご答弁いた

だいて、第５次行革ということでありまし

たけれども、どのように考えをされていく

のか、もう一度ご答弁いただきたいと思い

ます。 

 老人クラブ活動ですけれども、これも現

状少なくなっていて、これは自治会の加入

数、もしくは子ども会の加入数、老人クラ

ブの加入数、これも全て団体みんな減って

いるのが現状であります。 

 恐らく、老人クラブというたら老人クラ

ブだけの問題ではなく、自治会の加入もそ

うですし、子ども会の加入も含めて、摂津

市全体で考えていかないといけないこと

だと思いますけれども、他の課と連携をと

っていけるのか、その点について教えてい

ただきたいと思います。 

 ふれあいの配食サービスに関してです

けれども、今、民間の配食サービスがあっ

て、そちらにというご答弁であったと思い

ますけれども、そうしますと今後ふれあい
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配食を市が補助を出して進めていくのか、

その点について、どのように考えておられ

るのか、お聞かせいただきたいと思います。 

 がん検診ですけれども、箕面市の事例を

ご答弁いただきました。箕面市は自己負担

がないということですが、そのことが検診

のアップになっているかどうかはわから

ないということでありましたけれども、や

はり受診率を上げていかなければならな

いと思います。昨日健康まつりで見たら、

摂津市はさほど高くありませんでした。そ

こをどうやって高めていくのかですけれ

ども。箕面市だけではなくて、他市も摂津

よりも高いところがあるわけですが、その

点について、担当としてはどう考えておら

れるのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 それで、斎場管理と葬儀会館管理運営事

業ですけれども、これを見ますと、収支で

言うとかなりのマイナスが出ております。

ただ、収支だけで考えられるものではない

とは思いますけれども、しかしながら収支

を考えていかなければならないと思いま

すし、今、葬儀会館にせっつメモリアルホ

ールを利用せずに、ほかの民間の会館とか、

それらを利用されている方が多いと思う

んです。実際、斎場とせっつメモリアルホ

ールの利用数がどうなのか、お聞かせいた

だきたいと思います。 

 次に、斎場の利用は摂津市民の方が利用

するのに空いていたらですけれども、空い

ていなかったら他市に行きますが、基本は

住民票のあるところですから、その点につ

いて、何割の方がせっつメモリアルホール

を使われているのか、お聞かせいただきた

いと思います。 

 続いて、墓地の管理ですけれども、現状

は３００基ということでありました。現状

は３００基ですけれども、その中で空いて

いるところがあったりとか、市民から問い

合わせで欲しいんだとかいうような声が

多くあるのか、その点についてお聞かせい

ただきたいと思います。 

 そうしたら、ごみの関係ですけれども、

ごみ処理施設の維持に関してのその燃料

費等の削減を図って、今年度、分別を変え

ましたよね。変えたのは、石油製品のもの

が少なくなって、燃えなくなっているから

燃料費をそこに投入すると。それを削減す

るために分別の仕方を変えたとかつて、答

弁をいただいたと思うんです。 

 その辺、先日大阪湾フェニックスセンタ

ーにも、ごみ減量等の推進員として大阪湾

フェニックスセンターの現場を見させて

もらいました。船に乗って現場を見たんで

すけれども、そういう機会もなかなか見る

ことがなくて、私が思ったのは、もっと多

くの市民にそういう現場も見せることも

必要ではないかと思うんです。そういう考

えがないのか、お答えをいただきたいと思

いますし、実際、収集にごみステーション

でかごを出すことが、皆さん高齢になられ

て大変困っておられるという声があるん

です。その改善とかもどのように今後考え

ていくのか、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

 農業に関してですけれども、私も近郊農

業を推進していかなければならないと思

いますし、以前から質問させていただいて

いますけれども、市民農園も必要だと思い

ますけれども、本当に身近に土を触ったり、

農作物をつくれるような環境がこの摂津

でも必要かなと思うんです。 

 例えば、摂津の中には土地をお持ちで、

自分の庭でなかなかつくれない方にも、プ

ランターで身近で野菜をつくったりとい
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うことをしていただけるような、そういう

投げかけも必要なのかなとは思うんです

けれども。例えば、プランターで身近に栽

培をできるような、そんなことも必要かな

と思うんですけれども、農業推進に関して

お聞かせいただきたいと思います。 

 それでは、商品券の発行についてですけ

れども、またスクラッチについては今され

ていますので検証していただいて報告を

いただきたいと思いますし、仮に今後、商

品券とかスクラッチとか、そういうことを

されるのであれば、私は市外の方がこの摂

津市の中で購買をしていただけるような、

そんなシステムも考えていただきたいと

思うんです。 

 例えば、市外に住んでおられる職員がこ

の摂津の中で購買をできるシステムとか、

ぜひとも考えていただきたいと思います

ので、答弁は結構ですので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 企業立地等促進事業ですけれども、各市

がさまざまな企業立地の促進事業を、摂津

市もつくりましたけれども、その後にさら

に近隣市もいい企業立地の促進事業をつ

くられていると思うんです。そうなると、

この近隣市で求めようと思っていたら、い

い内容のところを求めて企業が行くとい

うことになろうかと思いますので、他市に

行かないような内容の企業立地の促進事

業をつくっていただきたいと思うんです

けども、考えをお聞かせいただきたいと思

います。 

 それと、商工会が入っている南千里丘分

室の件ですけれども、以前に議会の中で質

問があったと思うんですけれども、商工会

の固定資産税についてですけれども、あの

件はどうなっているのか、お聞かせをいた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○上村高義委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５６分 休憩） 

（午後 ０時５９分 再開） 

○上村高義委員長 再開いたします。 

 先ほどの質問で、森西委員から質問漏れ

があったということでしたので、森西委員

の発言を許可します。 

 森西委員。 

○森西正委員 ＪＲ東海の地下水の件で

すけれども、さきの一般質問でお聞きをし

たんですけれども、ＪＲ東海で、今まで平

成２７年度についても進めてこられまし

たけれども、敗訴になったということがあ

りました。平成２７年度を振り返って、一

定どうであったのとかというところとで

すね、裁判も含めどうであったのかという

ことをお聞かせいただきたいと思います

し、それと今後のことですけれども、観測

の件もありました。どういう方向性で観測

を続けていくのか、その辺、お聞かせいた

だきたいと思いますし、水道の件も、さき

の一般質問でありましたけれども、その対

応、どのようにされるのか、お聞かせをい

ただきたいと思います。 

 そしてまた、摂津市とＪＲ東海の間での

裁判でありますけれども、やはり裁判結果

ですね、摂津市の区域外、茨木市にあるた

めに、そのような結果になりました。その

ような争点でしか争っていただけなかっ

たので、住民は、摂津市とＪＲ東海だと、

そのようなことにしかならないというこ

とで、やはり市民が立ち上がらなければな

らないという声も聞いております。 

 そのようなことも含めて、お考えをお聞

かせいただけたらと思います。 

 もう１点、ごみの焼却炉の件ですけれど

も、さきの一般質問でも、摂津市は、平成
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４０年からの延命という答弁があったと

思うんですけれども、茨木市が平成３８年

の更新でありますから、茨木市の更新に合

わせて考えていかなければならないと思

うんですけれども、それについてどのよう

な考えなのか。今までもずっと茨木市と交

渉されてこられたとは思いますけれども、

それも踏まえて、どのように考えておられ

るのか。もしくは、一定の時期で、結論も

出さなければならないと思いますけれど

も、その点の考え、お聞かせいただきたい

と思います。 

○上村高義委員長 答弁求めます。 

 早川課長。 

○早川自治振興課長 先ほど１点抜けて

おりまして、申しわけございません。 

 それでは、防犯灯保守点検委託料につい

て、お答えさせていただきます。ＬＥＤ灯

の全灯入れかえがですね、３年をたちまし

た。市内の家の壁についていたり、民地に

ついていたりするものの一定の、ほぼ整備

が終わりました。それに伴いまして、自動

点滅器が古くなっていたり、ＬＥＤとの相

性が悪いとかによりまして、防犯灯が点滅

していたり、ついたままの状態がございま

すので、それの一定、全域の見直しをする

ために今回、平成２７年度だけ、この保守

点検委託を組ませていただきました。 

 市内の防犯灯の整備という形で、組ませ

ていただいております。以上です。 

○上村高義委員長 丹羽課長。 

○丹羽保健福祉課長 保健福祉課にかか

わりますご質問について、ご答弁させてい

ただきます。 

 １点目、社会福祉法人指導監査事業の委

員報酬のご説明が抜けておりまして、申し

わけございませんでした。 

 １６万８，０００円の予算額に対して半

額の８万４，０００円の執行ということで

ございまして、残額部分につきましては、

この指導監査委員報酬につきましては、市

内に摂津市が所管しております社会福祉

法人が６法人ございます。年に２法人ずつ、

３年に１回になりますけれども、定期的に

回る計画を立てておりまして、その部分で

平成２７年度２か所、立入監査をさせてい

ただきまして、その分の費用の支出が８万

４，０００円となってございます。 

 残額につきましては、定期の監査以外に

随時の監査等々が必要になったときに、こ

れも会計の部分につきましては、公認会計

士の方に見ていただく、監査していただく

ということの費用を見ておりまして、平成

２７年度については、その部分がなかった

ということでご理解していただけたらと

思っております。 

 同意要援護者数が１割も満たないよう

な状況になってございます。先ほど申され

ましたように、自治会によれば、本当に自

治会員の方の、全ての方の緊急連絡先等々

を把握されていることもありますし、中に

は自治会員の緊急連絡先等々まで、災害時

に備えておられる自治会もございます。こ

のような自治会の情報を、また、お聞かせ

いただきながら、同意要援護者の方の数が

ふやしていけるような検討もしていきた

いと思っております。 

 今後、また、自治会と、いろいろご検討

させてもらえたらと思っております。 

 あともう１点、専用水道のご質問かと思

いますけれども、先般の本会議で述べさせ

ていただいたんですけれども、平成２８年

１月１４日にＪＲ東海から水道法第３２

条に基づく専用水道の敷設工事設計確認

申請書を受理しております。 

 今後は、専用水道の給水開始届がＪＲ東
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海から出される予定になってございます。

この届出がなされましたら、厳正に水道法

に準拠しているかどうか、当然、審査して

いくとともに、立入調査等も行って、専用

水道届出審査を進めてまいりたいと思い

ますのと、随時、この件につきましては、

関係各課と情報共有、連携を図りながら進

めてまいりたいと、厳正に対応してまいり

たいと考えております。以上でございます。 

○上村高義委員長 吉田課長。 

○吉田高齢介護課長 それでは高齢介護

課に関します２点のご質問について、お答

えさせていただきたいと思います。 

 １点目の老人クラブの加入者が減して

いるという状況で、自治会や子ども会等も

減っているので、摂津市全体として考えて

いくべき課題ではないのかなということ

で、ご質問があったかと思うんですけれど

も、老人クラブといたしましても、他の団

体ですね、自治会や民生児童委員協議会等

と定期的に交流することで情報なり、現状

についての課題を確認して考えていただ

いているという状況もお聞きしておりま

すので、非常に大事なこととして、老人ク

ラブの事務局として担当課としても考え

させていただいております。 

 ２点目のふれあい配食サービスですけ

れども、このサービス自身は、食生活の充

実とともに、定期的な訪問による安否確認、

高齢者の安否確認を支援するという側面

もございますので、市として、高齢者の方

の見守りという非常に大事な事業と思っ

ておりますので、今後も継続して行ってい

きたいと考えております。 

○上村高義委員長 堤保健福祉部長。 

○堤保健福祉部長 敬老事業の見直しに

つきまして、私からご答弁をさせていただ

きます。 

 敬老事業の見直しにつきましては、第１

回定例会におきまして、民生常任委員の皆

様から貴重なご意見を頂戴いたしまして、

本条例の目的である長寿の祝福と高齢者

福祉の増進の観点から再度、検討をさせて

いただきたく、原案の撤回をお願いした経

過がございます。 

 担当といたしましては、第５次行革との

調整を図ってまいることも必要ではござ

いますが、検討の済むまでの間、当分の間、

現行の形で継続実施してまいりたいと考

えております。以上でございます。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 それでは、私から

がん検診の受診率の向上についてのご質

問にお答えいたします。 

 がん検診につきましては、集団検診と個

別検診という二つの方式で実施をしてお

ります。集団検診につきましては、やはり

日程や会場の都合もございますので、なか

なか受診枠が限られてくるという現状に

あります。 

 そこで、受診率を向上させるためには、

やはり個別検診を充実していくというこ

とが重要かと考えます。対策の一つとしま

して、今年度２８年度から個別検診の委託

機関としまして、大阪がん循環器病予防セ

ンターに胃、大腸、肺、乳、子宮頸がんと

いう、全てのがんの検診について委託を始

めております。同日に複数のがん検診を受

けることもできるような取り組みとして

始めたところです。この検診を始めまして、

個別検診については、まだ、受診の枠には

余裕がありますので、市民の皆様にもがん

検診を受診していただけるよう検診の大

切さについて、引き続いてＰＲを進めてい

ければと考えております。以上です。 

○上村高義委員長 川本課長。 
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○川本市民課長 それでは、斎場利用に対

しますせっつメモリアルホールの利用率

についてでございます。平成２７年度にお

きましては、斎場の利用者のうち市内の方

のご利用が６３８件でございました。 

 一方、せっつメモリアルホールの利用に

つきましては、平成２７年度２６５件でご

ざいますので、利用の割合としましては、

４１．５％となっております。 

 続きまして、市営墓地の空きがあるかと

の問いでございますが、市営墓地の空きに

つきましては、一津屋西墓地に１か所ござ

います。 

 空きの問い合わせでございますけれど

も、件数自体は集計しておりませんが、感

覚的には２か月に１回ぐらいの問い合わ

せと思っております。以上でございます。 

○上村高義委員長 三浦課長。 

○三浦環境政策課長 ＪＲ東海の訴訟に

関しまして、ご答弁させていただきます。 

 本年９月２日に原告の訴えを棄却する

との判決がございました。我々といたしま

しては、平成２７年度中に大学教授の意見

書を二つ提出し、協定書の有効性や、法的

拘束力等々を訴えてまいりました。また、

地盤沈下の危険性がある、抽象的な危険性

はあるんだということで地盤状況の調査

なども行いながら、裁判所に訴えてきたと

ころではございます。 

 しかしながら、今回の判決では、そうい

ったところは全く無視されているような

状況でございます。協定書の中身を形式的

な文言で判断したという判決であったた

め、我々といたしましては、控訴したとい

うことでございます。 

 現在、控訴理由書を提出する形で弁護団

と協議を進めており、本日中に提出できる

予定にはしております。 

 それと、地盤沈下の測定等々につきまし

ては、我々も住民から、そのようなお声を

聞かせていただいております。そのために

近隣の自治体、そして、国土地理院、大阪

府等々が入った地盤沈下の連絡協議会と

いうところがございますので、そちらに加

入し、今後、測定等々ができるような形で

検討を進めております。 

 また、今回の訴訟につきましては、我々、

市民の安心・安全を目的として戦っている

わけでございます。市民の皆様のご支援が

なければ戦うことは、なかなかできません

ので、今後ともご支援がいただけるように

我々も最善を尽くして戦っていくつもり

でございます。 

 また、皆様になるべく多くの情報等々を

提供していきたいと考えておりますので、

今後ともご支援がいただければとは考え

ております。以上でございます。 

○上村高義委員長 野村次長。 

○野村環境部次長 それでは、私から環境

センター及び環境業務課にかかわります

４点のご質問にお答えさせていただきま

す。 

 まず、１点目にごみ処理施設維持管理事

業の光熱水費や燃料費等の削減に関して、

本年１０月から実施しております分別区

分の一部見直しも削減の要素ではという

ことでのお問いでございます。本年１０月

から実施しています見直しにつきまして

は、容器包装プラ、主に生活関連用品の容

器包装類を燃やせるごみに変更したもの

でございますが、これにつきましては、か

ねてから、市民の方からも要望をいただい

ておりました、燃やせないごみの日に容器

包装プラスチック類がかなり多く出ると

いうことで、そこの収集回数をふやしても

らえないかという要望がございました。そ
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この部分の改善、市民サービスの向上とい

う点が１点と、そして、容器包装プラスチ

ック類を燃やすことによって環境センタ

ーの焼却炉の安定燃焼、効率化を図るとい

うことでの延命化というのが、大きな意図

ということでございますので、ご理解いた

だきたいと思います。 

 次に、２点目の大阪湾フェニックスセン

ターと申しまして、大阪湾の最終処分場の

見学者の拡大についてということで、ご質

問いただいている内容でございます。 

 本年度、廃棄物減量等推進員を対象に大

阪湾フェニックスセンターの現地の見学

ということを実施させていただきました。

それ以外にも夏休みには小学生以上の児

童を対象にエコ探検隊ということで、主に

ごみ減量に関することであるとか、エコに

関する取り組みをされている施設を見学

して、実際、肌で感じてもらうという取り

組みをやっております。この点についてで

すが、昨年までの大阪湾フェニックスセン

ター見学については２０名以内という形

での制限がありましたが、今年度から倍の

４０名ほどはオーケーということをいた

だきましたので、それに基づいて拡大も検

討していきたいと考えております。 

 次に、３点目、ごみステーションで資源

の収集に使うコンテナ等が重たいという

ことでの、その改善策というご質問をいた

だいております。この件につきましては、

本年４月、自治連合会の総会時にも同じよ

うな要望をいただいております。コンテナ

がかなり大きくて重たいというご意見も

いただいておりましたので、小さいといい

ますか、半分ぐらいの大きさで、重さも比

較的軽くなっているものを配り直させて

いただいて、対応もさせていただいており

ますので、その辺、ご要望等がありました

ら、交換をしていきたいと考えております。 

 次に、４点目でございます。茨木市との

広域化に関するご質問をいただいており

ます。摂津市の焼却炉の更新時期は平成４

０年、茨木市が平成３８年という中で、広

域化のタイミングについてでございます。

基本、これまで茨木市と広域化に向けて、

いろいろ協議をしてきた中では、茨木市の

更新時期を基本に検討を進めております

ので、その内容で進めていければと考えて

おります。 

 その中で、一般質問でもございました平

成４０年以降についてということでござ

いますが、基本は茨木市との広域化かなと

は考えております。非常に難しい交渉が、

これからも残ってきておりますが、何とか

やっていきたいと考えておりますが、委員

からありました万が一、その協議が整わな

かったときという場合につきましては、精

密機能の検査を実施したところにおいて、

平成４０年から、まだ、しばらく延命がで

きるのではないかなと考えておるという

ところでございますが、まず、基本は、茨

木市との広域化を考えていきたいと思っ

ています。以上です。 

○上村高義委員長 辻農業委員会事務局

長。 

○辻農業委員会事務局長 それでは、私か

ら市民農園に関連いたします、２回目のご

質問にご答弁申し上げます。 

 身近にプランター等で土に親しんでも

らうための農業振興施策という質問であ

ったかと思います。確かに土に親しんでい

ただいて、花や緑などを育てていくことは、

生活に潤いを与えるものでございまして、

まちの美観の観点からも非常に大切なこ

とであると考えております。 

 現在、本市では緑化推進の観点から本委
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員会の所管ではございませんけれども、他

課におきまして自治会や老人クラブなど

の団体を対象にいたしまして、プランター

や土、肥料、苗などを配布する事業も行わ

れておるところでございます。 

 また、農業振興会におきましては、初夏

の季節に花と苗の即売会というのを行っ

ていただいておりまして、家庭で手軽に菜

園やガーデニングなどを楽しんでいただ

けるよう取り組みを行っていただいてお

るところでございます。 

 また、そういった農業振興会のイベント

につきましては、農業振興会の委員と市民

の方々との接点をつくることにも役だっ

ているとも考えるところでございます。 

 さらに、農業振興会は市民農園の利用者

などを対象に農業に必要な知識、それらを

学んでいただくために研修会も行ってお

るところでございます。 

 先ほどの答弁でも申し上げました、体験

型の市民農園などの取り組みもあわせま

して、市民の皆様に、できるだけ、そうい

った取り組みを広く知っていただくため

のＰＲも積極的に行っていきたいと考え

ます。以上です。 

○上村高義委員長 池上参事。 

○池上市民生活部参事 それでは、お答え

させていただきます。私も、先ほど１件答

弁漏れがございましたので、その分もあわ

せてご答弁させていただきます。 

 まず、先ほどのご質問で、南千里丘別館

委託料の残額の件で、ご質問がありました

けれども、その分につきましては、南千里

丘の別館につきましては平成２６年度に

モデルルームを改修いたしまして、８月か

ら保育所、商工会、それぞれの事業を開始

しております。 

 ただ、改修直後ということもありまして、

平成２７年度に修繕料を多目に計上して

おりまして、実際に要した分につきまして

は２３万円強ということで、１３０万円弱

ほど未執行になったものが、大きな要因で

ございます。 

 そのほか、南千里丘別館の総合的な管理

をいただいています委託料等も２０万円

ほど差額が出ておるというところでござ

います。 

 続きまして、２回目のご質問ですけれど

も、企業立地も他市と同様の制度があり、

税制面、奨励金等も摂津市より条件がよい

というところもあろうかと思います。他市

との差別化ということになろうかと思い

ますけれども、摂津市では、大企業だけで

はなく、中小企業にも新たに立地や事業拡

張をしていただけるように面積要件等を

低くしており、また、今年の第１回の定例

会におきまして、期間の延長及び条件の変

更を加える条例改正を行っておりまして、

面積要件を撤廃するなど、より摂津市で立

地や事業拡大をいただけるようにいたし

ております。 

 今後も企業誘致や事業拡大等のために

何ができるのか、摂津市として何ができる

のかということは、また、考えてまいりた

いと思います。 

 それと、旧商工会館の固定資産税の件で

すけれども、こちらにつきましては、固定

資産税の担当に確認した分ということで

お答えさせていただきます。 

 大阪府の見解としまして、商工会は大阪

府が認可した団体であり、地方税法第３４

８条第２２項第１４項の規定により非課

税となっています。商工会の事業は商工会

法第１１条で規定されており、学園町の庁

舎は同法第６号に規定され施設に該当す

るため、その維持、運用は商工会の事業で
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あることら、非課税となっているというこ

とでございます。以上でございます。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 それでは、まず、老人クラ

ブの件ですけれども、先ほども言いました

けども、自治会も子ども会も、トータル的

にだんだんと会員が減っているという同

じような傾向です。この点、担当だけで答

えというのは、なかなか無理だと思うんで

すけれども、子ども会は教育委員会ですけ

れども、副市長、会員数を現状維持する、

さらにふやしていくためどのように考え

ているのかお聞かせいただけたらと思い

ます。 

 続いて、がん検診についてですけれども、

例えば、事前に、仮にがんになられても、

早期発見して手術をされて、社会復帰をし

ていくということを一人でも多くの方に

とっていただくようにですね、ぜひともが

んの検診の受診を高めていただいて、摂津

市は近隣でいうと高くはありませんので、

他市の動向、やり方、それも参考にしてい

ただいて、ぜひとも早期発見、そして、さ

らに予防医学に努めていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 それと、斎場とせっつメモリアルホール

の件です。せっつメモリアルホールですけ

れども、斎場利用の件数からいきますと、

市民の方がせっつメモリアルホールを使

われているパーセントというのが高くな

いというか、社会的な葬儀の形態から推測

すると、ますます、せっつメモリアルホー

ルが使われる割合が低くなっていくので

はないかと感じるんですけれども、今後、

その点をどのようにしていくのか、さらに

せっつメモリアルホールの未利用者への

償還について、例えば、市から支出してい

るせっつメモリアルホールを利用されて

いない方の負担分について、どのように運

営をしていくのか、検討していただきたい

と思います。 

 また、今後の葬儀のニーズに合うような

形とか、それも検証していただいて、民間

の業者もありますけれども、市民の方が多

く利用していただく施設になっていただ

きますように研究をしていただきたいと

思います。 

 続いて、ＪＲ東海の件ですけれども、一

般質問でも、今日もお聞きをしまして、市

民の方が立ち上がっていこうという声が

出ております。もともと平成２６年の話に

なりますけれども、森川前市長が議会にも

要望を出されことがありました。私の勝手

な推測ですけれども、そのような行動がＪ

Ｒ東海を後押ししているんではないかと

感じるところですけれども、要望書を出さ

れて、私は、あるところから情報を得たん

ですけれども、その前に森川前市長が、株

式会社森川鑿泉工業所が摂津の議会に８

月２８日に要望書を出されてますけれど

も、８月１２日に別の（案）といいますか、

出そうとした要望では、かなり株式会社森

川鑿泉工業所が有利な感じの要望書をつ

くられてます。 

 当時、前副市長が、これではだめだとい

うことで立腹をされてということを伺っ

ているんですけれども、私は、そのような

要望書等しかわからないんですけれども、

実際には森川前市長がＪＲ東海に資料も

提供されていると、株式会社森川鑿泉工業

所が資料をＪＲ東海に提供されていると

伺っています。それは市として、以前に把

握をしているということを聞いていたん

ですけれども、その資料というのは、やは

り我々に提供をいただくべきだと思いま

すけれども、その点、お考えをお聞かせい
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ただきたいと思います。 

 我々からすると、森川前市長が、条例を

つくった方でありますから、そのような行

動をされること自身が、私は納得いかない

んですけれども、担当としてお聞かせいた

だきたいと思います。 

 続いて、ごみのコンテナの件ですけれど

も、私も実際にごみを出して、コンテナを

実際にさわっています。私でさえ重たく感

じるわけですから、ご高齢の方とか、例え

ば、体に障害を持たれた方は、もうかなり

大変だと思います。 

 ご要望があればということでしたけれ

ども、軽くなると、そのコンテナが飛んで

しまったりということもあるでしょうか

ら、その点は担当として、一度、考えてい

ただいて、市民の方が出しやすい、体に負

担のないようなことを考えていただきま

すように、お願いしたいと思います。 

 それで環境センター、焼却炉の更新の件

ですけれども、茨木市、平成３８年に更新

ですかね、摂津が平成４０年ということで、

先ほどの一般質問でも延命というお答え

もありました。茨木市は平成３８年ですか

ら、もう実際に茨木市の更新計画というの

は、つくっていくような段階になってくる

と思います。その中で、摂津市を入れてい

ただいているのか、広域化が進むと、摂津

市のごみの焼却分をそこに入れてもらえ

ると、例えば、焼却炉の大きさとか、その

ような部分も、変わってきたりとかすると

思うんです。茨木市の計画の中に摂津市の

ごみを燃やしていただく、ほらさせてもら

えるような容量とかも計算の上で、進めて

いただくという部分があると思うんです

ね。 

 茨木市だけでいってしまうと、摂津市が

ほかさせてほしいとなったときに、いや摂

津市にほかさせる容量はありませと言わ

れると、広域化を摂津市が進めようと思っ

ていても、実現できません。その点を十分、

茨木市と協議を進めていただきたいと思

いますし、摂津市も平成４０年、延命とな

ったときに、どこも引き受け先がありませ

んとなると、困るのは市民ですから、その

点は十分に考えていただきますように、よ

ろしくお願いをいたします。 

 農業推進、野菜についてですけれども、

学校でも稲作の体験をされてます。されて

いますけれども、実際に植えるところと刈

るところと、それだけで、途中経過が全く

なかったりというところです。実際には、

この摂津に住んでいるほとんどの方は、稲

を、米をつくったり、野菜をつくったりと

いう、そのようなことをされている方が少

ないわけです。 

 特に、子どもなんかそうですけれども、

やはり食べ物を大切にするという考えを

持つようにするには、例えば、つくるとき

から、水やりから一生懸命つくったけれど

も、育たなかったとか、収穫できなかった

とかという、そのような部分も、教えてい

かなければならないと思うんですけれど

も、そのような考えで今の皆さんの、摂津

市の中での家庭環境というか、土地環境が

ありますから、なかなか自分の庭で、土地

でというのが難しいですから、気軽に家の

ところで常日ごろから、そのような野菜と

か、食べ物をつくれるという部分を、ぜひ

とも考えていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 それと、商工会の固定資産税の件ですけ

れども、今、ご説明をいただいたんですけ

れども、別のところでは、それは少しおか

しいんじゃないかと、そのような声もあり

ます。その見解が、どのような、どちらか
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という見解がありますけれども、市民の方

から見たときに、それは納得をしてもらえ

るような形で考えていただきたいと思い

ますので、外から見て、なかなか利用がな

くて、固定資産税を納めてないのではとい

うことになれば、市民に納得していただけ

ないと思いますし、例えば、今おっしゃっ

たことがそうであるのであれば、それはそ

れで市民にわかるような形をすべきだと

思いますので、その点、よろしくお願いし

たいと思います。 

○上村高義委員長 暫時休憩します。 

（午後１時３６分 休憩） 

（午後１時３７分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 北野部長。 

○北野環境部長 ただいま森西委員から

のご質問で、ＪＲ東海の訴訟に関しまして、

株式会社森川鑿泉工業所からご要望書が

提出されたというのは、私は存じておりま

す。 

 しかしながら、ご質問にございました、

株式会社森川鑿泉工業所という事業者か

ら直接ＪＲ東海に対して資料が提供され

たということを、私は存じておりません。

以上でございます。 

○上村高義委員長 奥村副市長。 

○奥村副市長 それでは、ご質問にお答え

したいと思います。 

 子ども会、あるいは老人クラブ、あるい

は自治会の加入率の減少ということでご

ざいますが、摂津市が目指しております協

働のまちづくりの推進、これにはやはり自

治会、老人クラブ、多くの市民団体の協力

がなくしては実行できません。老人クラブ

ということになれば、高齢化で、むしろ老

人人口がふえているのではないかと、そう

いう部分では加入率が低いというのは逆

行しているのではないかと思うんですけ

れども、これにはいろいろ原因が考えられ

ると思うんですが、一つ考えられることに

は、個人主義の台頭というのがあるんでは

ないかと、広く人とかかわるよりも個人で

生活したいとか、あるいは、かかわりたく

ないという個人主義の台頭が出ているの

ではないかと思っております。 

 しかし、やはり言いましたように、協働

のまちづくりを推進するためには組織化、

あるいは加入率の増進に我々は取り組ん

でいかなければならないと思っておりま

す。ただし、ダイナミックな手法が、それ

ではあるのかということになりますと、非

常に難しいと思っております。 

 今年の１１月１日に摂津市の自治連合

会、老人クラブの連合会、児童委員協議会、

社会福祉協議会、摂津市長とで、「つなが

りのまち 摂津をみんなで育もう」と協働

アピールをなされております。これに１２

月だったと思うんですが、広報には、そう

いうことも掲載をしてもらいながら、それ

以降につきましては、何らかの折に、この

スローガンを何らかの形で市民に展開し

ていきたいと思っております。 

 具体には持ち合わせておりませんが、こ

ういうような部分については一挙じゃな

しに、徐々に積み重ねていくべきことかな

と思っております。以上です。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 副市長からも答弁いただ

きまして、なかなか難しいのはわかります。

これは全国的なもの、摂津市だけじゃなく

て全国的な問題ですから。でも、そこを何

とか考えていかなければならないと思い

ますし、その摂津市の考え、まちづくりと

協働ということからいいますと、自治会と

か、老人クラブとか、子ども会とか、さま
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ざまな団体とともにやっていくと、協働と

いうのは、個人主義、利己主義ではないと

いう考えだと思いますので、ぜひとも加入

率が上がるような全庁で何らかの形を、ぜ

ひとも考えていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 それとＪＲ東海の件ですけれども、森川

前市長が、ＪＲ東海に資料を出されている

のは、確かでありますので、ご確認等をい

ただけたらと思います。 

 私も市民ですから、市民として、そのよ

うな行動をとられているには、全く納得い

きませんし、さらに、その条例をつくられ

たときの市長でもあるということですか

ら、そう考えると、さらに信じられない行

動であります。また、違う機会でさせてい

ただきたいと思いますので、以上です。 

○上村高義委員長 森西委員の質問が終

わりました。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 私からもお聞かせを

いただきたいと思います。 

 まず、決算書の３２ページになりますけ

れども、体育館の使用料が載っております。

その中で正雀体育館を初め、三つの体育館

の使用料が載っておるんですけれども、そ

れぞれの体育館の利用率とは、どの程度の

ものなのか、少しお聞かせいただきたいと

思います。 

 それと、これ私の推測ですけれども、味

舌のスポーツセンターが使えなくなって

から正雀体育館の利用率は上がっている

のかなと、勝手に予想はしてるんですけれ

ども、その辺についても少しお聞かせをい

ただきたいなと思います。 

 ２点目は、決算書の３４ページになりま

すけれども、狂犬病予防注射済票交付手数

料についてでございます。 

 これは、かつて、本保委員が、よく狂犬

病のことについて、この民生の委員会の中

でも質問されておられましたし、私も質問

させていただいたことがあるんですけれ

ども、思いのほか、その狂犬病の予防注射

を受けている、受けさせているところの件

数が少ないということが非常に大きな問

題ではないかと思っておりますが、平成２

７年度ですね、どの程度、注射を受けたの

か、接種率についてお聞かせをいただきた

いと思います。 

 これからは歳出になりますけれども、決

算概要でお願いしたいと思いますけれど

も、４８ページ、これ先ほど森西委員も聞

かれておられましたけれども、蚌埠市との

友好交流事業でございます。 

 課長からご答弁いただきまして、昭和５

９年ですか、友好都市を締結をして、もう

３０年以上がたつことを考えると、我が国

の状況も全く違っております。 

 当然、相手方中国の状況も違ってくる。

そして、今の日中関係を考えたときに、果

たして、その３０年前の関係といったもの

が、今、通用するのかわからないとこがあ

るわけです。 

 実際に、本年が摂津市の市制施行５０周

年ということで、いろいろと連絡をとろう

と、試みた。しかし、相手側から全く連絡

がなかったということにつきましては、本

当に大きな問題ではないかなと思います。 

 こういう状況の中で、果たして蚌埠市と、

これからも、友好関係を続けることが妥当

なのかということについては、少し考えな

いといけないと思っております。 

 これは、担当課長にご答弁を求めるのは、

非常に酷なのかなと思っておりますが、せ

っかく副市長お越しいただいております。

こちらとしては市制施行５０周年という
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ことで、相手にしっかりと、友好関係を踏

まえた取り組みをしているわけですよね。 

 それに対して、相手方の出方がどうだっ

たのかということを含めて、今後どうある

べきなのか、少しご見解をお伺いしたいと

思います。 

 それから、決算概要の５４ページになり

ますけれども、自治連合会の研修でござい

ます。 

 平成２７年度は、まず、どのような内容

でなされたのか。この点を、まずお聞かせ

いただきたい。 

 それと、これも質問でありましたけれど

も、加入率ですよね、自治会の加入率、こ

れどう上げていくのかということについ

ては、非常に大きな課題なわけでございま

す。 

 自治会の加入を促進するようなハンド

ブックもつくっていただいておりますし、

行政としても、大きな問題であるというこ

とについて異論がないのかなと思います。

平成２７年度におきまして、加入率が向上

したような事例はあったのかということ

についても、少しつかんでおられることが

あるならば、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

 同じく５４ページになりますけれども、

コミュニティプラザのことでございます。

事務報告書に載っておりますけれども、利

用率は非常に高い推移になると思ってお

りますが、行政として、どのように評価さ

れておられるのかお聞かせいただきたい

と思いますし、今後のコミュニティプラザ

の運営を考えたときには、一方でいろいろ

と課題も、あるのかと思っております。そ

れについても、どのようにお考えなのか、

少しお聞かせいただきたいと思います。 

 決算概要の５６ページになりますけれ

どもコミュニティセンター事業でござい

まして、これは、今までになかったワーク

ショップという手法によって、このコミュ

ニティセンターにどのような機能が要る

のかということについて、いろいろと職員

の皆さんもご苦労されて、また、その地元

の皆さんのご協力もいただきながら進め

てこられたのかなと思っております。 

 いよいよオープンとなるわけですけれ

ども、協働という視点から、どういった教

訓を学んでおられるのか、今後にもつなが

ることかなと思いますので、この際、お聞

かせをいただきたいと思います。 

 それから、決算概要の６２ページになり

ますけれども、市民サービスコーナーにつ

いてでございまして、これ事務報告書を見

させていただいておりますと、市民サービ

スコーナーの利用といったものは、一定大

きな役割を果たしてきたのかなというよ

うに思っております。 

 これからと考えると、コンビニ交付とい

ったものをしっかりと充実させていきた

いというのが、担当課としての思いなのか

なと思っておりますけれども、いろいろと

ご努力はしていただいていると思うんで

すけれども、平成２７年度、見てみますと、

なかなかコンビニ交付の実績が非常に厳

しい状況があるのかなというように思い

ます。 

 こうなったときに、果たして、コンビニ

交付が、まさに市民サービスコーナーにか

わるものとして十分であるのかというこ

とについては少し考えていかないといけ

ないと思うんですが、市民サービスコーナ

ーをなくすという前提でお話をいたしま

すけれども、コンビニ交付プラス何か他の

手だてを、少し考えておくべきではないの

かなと思っておりますが、担当課としての
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お考えをお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 それから、決算概要の６８ページだった

と思うんですけれども、コミュニティーソ

ーシャルワーク事業でございます。これは、

私も、過去に、この民生の常任委員会の中

でもお聞かせいただいたことがあるんで

すけれども、各地区の民生児童委員協議会

の会議に出席をされて、いろいろと情報を

つかんで、専門の機関につないでいくとい

うことが大きな仕事であり、また、そのネ

ットワークをつくっていくといったこと

が、大きな仕事なのだろうと思うんですね。 

 これも実績を見ておりますと、大体、４，

０００件以上の処理をされておられるわ

けですよね。本当にそういったことが、今

の現体制でできているのかについて、わか

らないとこがありますので、しっかりと、

その点についてもお聞かせいただきたい

と思っておりますし、もう１点は、ネット

ワークのことについては、たしか昨年も、

この決算の委員会の中で質問があったと

思っておりますけれども、昨年は、庁内的

なネットワークといったことが非常に大

きなウエートを占めておったという答弁

だったと思っておりますが、今現在のネッ

トワークの現状といったものは、どうなっ

ておられるのか、お聞かせいただきたいと

思います。 

 同じく、決算概要６８ページですけれど

も、地域福祉活動支援センター事業でござ

います。 

 このセンターで、いろいろな取り組みを

されておられるんですが、一つの取り組み

として、要支援の認定者に対して、介護予

防プランを作成するといった取り組みが

あると思っておりますが、平成２７年度の

実績ですよね、現状をお聞かせいただきた

いと思います。 

 続きまして、生活困窮者の自立支援につ

いて、お聞きをしたいと思います。 

 新規相談が１７７件、その中でプラン作

成が２６件ということですよね。これをど

のように評価されておられるのか、お聞き

をしたいというように思います。 

 それと、同様の質問になってしまいます

けれども、住宅確保についての取り組みが

あるわけですが、４９件の相談があったと、

その中で申請が９件にとどまっていると

いうことです。 

 このことについても、どのように評価さ

れておられるのか、お聞かせいただきたい

と思います。 

 それから、この事務報告書には載ってい

ないんですけれども、就労訓練のサービス

もあったと思いますし、あるいは一時生活

支援も、このメニューの中にあったのかな

あと思っておりますが、そういったことに

ついては、どのような取り組みになってい

るのか、お聞かせをいただきたいと思いま

す。 

 続きまして、決算概要の７２ページにな

りますけれども、高齢者の日常生活支援で

ございます。 

 これは単純な質問でございまして、ホー

ムヘルパーの派遣が全くなかったという

ことでございますが、これはどういうこと

なのか、この内容について、お聞かせいた

だきたいと思います。 

 続きまして、認知症の介護支援事業につ

いてお聞きしたいと思います。 

 平成２７年度は、認知症サポーター養成

講座が２３回開かれて、２１４名の方が受

講されておられると、その結果として、平

成２７年度末でキャラバンメイトを含ん

で２，３９１名の方が、いろいろと取り組
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む用意をされておられるのかなと思って

おりますが、今後、この認知症に対する取

り組みとして、どのようなイメージを持っ

ておられるのか、お聞きをしたいと思いま

す。 

 それと、徘回といったことについて取り

組んでいくということになると、摂津市の

行政だけで取り組むということになると、

非常に弱いものになるだろうと思います。 

 もっと広い機関と情報共有をしながら、

協力関係を築きながら、さらには広域的に

協力関係を築いていかないと、有効な手だ

てになのかなと思っておりますが、その点

についても少しお聞かせいただきたいと

思います。 

 続きまして、ひとり暮らし高齢者の安全

対策でございます。まずは単純に、ひとり

暮らし登録をされておられる方の件数は、

どの程度か、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

 それと、ライフサポーターによる安否確

認がなされているわけですけれども、この

ライフサポーターによる安否の確認とい

った取り組みによって、平成２７年度、功

を奏した、効果があった事例があるならば、

お聞かせをいただきたいなと思います。 

 それと、障害者の就労の促進について、

決算概要７８ページになりますけれども、

お聞かせいただきたいと思います。 

 まずは、単純な質問でございまして、平

成２７年度に障害者の就労の促進につい

て、どのような実績を残されたのか、お聞

かせをいただきたい。 

 それと、社会的に大きな問題と思ってお

りますけれども、障害をお持ちのお子さん

がおられて、そういったお子さんをお持ち

のご家庭においては、親が亡くなった後に、

果たして、この子大丈夫なのかということ

について、本当に大きな不安材料になると

思っております。それでも就労ができてお

れば、まだ、その不安といったものは小さ

くなると思っておりますけれども、就労が

なかなかかなわないケースで、そういった

不安の解消ということについて、現在、ど

のように取り組みをされておられるのか、

お聞きをしたいと思います。 

 続いて、決算概要の９０ページになりま

すけれども、未熟児の療育医療給付でござ

います。 

 これは低体重、未熟児として生まれてき

て、入院が必要な子どもの家庭に対してサ

ービスを行うわけでございますけれども、

正産期の場合には、いろいろな機能がお母

さんのおなかの中でしっかりと機能が発

達します、しかし、正産期でない時期に出

産し、低体重で生まれてきた場合について

は、その後のフォローが非常に難しいとい

うのをお聞きをしております。 

 そこで、行政として、そういったケース

について、しっかりとフォローできている

のかということについて、少し現状をお聞

かせいただきたいと思います。 

 それから、決算概要の９２ページですけ

れども、乳幼児の健診でございます。この

質問も何度もさせていただいておりまし

て、私は特に３歳６カ月児の健診において、

特に視覚健診について、もう少し工夫がで

きないか、いろいろと要望もさせていただ

いておりました。 

 平成２６年に、いろんな変更をしていた

だいて、それは非常に大きな前進なのかな

と思っておりますが、事後報告書を見てお

りますと、紹介状が１０１人に発行されて

いるという状況です。これは、私は紹介状

が発行されるということについては、いい

ことだろうと思っておるんですが、この１
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０１人の方の結果については、つかんでお

られるのか、少しお聞かせいただきたいと

思います。 

 それと、決算概要の９６ページ葬儀会館

のことでございます。 

 これも先ほどの森西委員の質問の中で

あったわけですが、私も、せっつメモリア

ルホールの使用頻度が以前と比べると減

ってきてるように感じます。 

 それは、恐らく葬儀の形態が、以前から

相当変わってきてるんだろうと思うんで

す。 

 もっと具体的に言いますと、今の葬儀会

館の３階部分は、現状でいいんだろうと思

うんですけれども、２階です。２階は３階

と比べると少し小規模の葬儀ができるよ

うになっておりますけれども、私は２階を、

例えば二つに分けてね、もう家族葬専用じ

ゃないですけれども、そういったものがで

きるようなものにリニューアルするとい

うことになると、私は、もっと利用率は上

がるのかなと思っております。 

 その点について、先ほど森西委員もいい

ろいろと要望等されておりましたけれど

も、今の葬儀の形態を考えると、私はそち

らがよりふさわしいと思っておりますが、

担当課として、どのようにお考えなのか、

お聞かせをいただきたいと思います。 

 それから、市民農園のことについてお聞

かせをいただきたいと思います。 

 これも昨年、この決算審査の中で質問さ

せていただきまして、法律が変わりまして、

相続税の納税が猶予をされている農地で

あっても、市民農園として提供することが

できるという状況にあるのかなと思って

おります。 

 その結果として、昨年の答弁ですけれど

も、市民の農園に抱える問題点の一つとし

て、市民農園として提供してもいいよとい

う土地が、非常に利便性の悪いところが多

いと、そういったところがネックというお

話がありまして、しかし、その法改正を踏

まえて、利便性の高い土地の提供といった

ことも、今後は考えられるというお話であ

ったわけでございます。 

 お聞かせいただきたいのは、平成２７年

度の中において、利便性が比較的よいと思

われる土地の提供は実際にあったのか、つ

かんでおられたらお聞かせいただきたい

と思いますし。 

 もう１点は、体験型の市民農園です。私

は、こちらについては、非常にニーズが高

いものではないのかと思っておりますが、

今後、体験型の市民農園をふやしていくと

いうことについて、どのようにお考えなの

か、お聞かせをいただきたいと思います。 

 続きまして、１０６ページになりますけ

れども、創業支援事業でございます。これ

は単純に平成２７年度は１件で、５万円の

支給に終わっているわけですけれども、今

後、この事業をどのようにされようとして

いるのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 それと最後に、市民マラソンのことにつ

いて、お聞きしたいと思うんですけれども、

市民マラソンは、当然、運営が実行委員会

に委託されているわけですけれども、私も

昔は、この市民マラソンによく参加をして

おりましたけれども、当時は、子どもにつ

いては参加料がなかったように思ってい

るんです。 

 ただ、いろいろと、市民マラソン大会自

体が変わってきて、タイムが自動測定でさ

れるような機器が導入されたりとかいっ

たことで、いろんな最新のテクノロジーが

導入されてきていると思っているんです。
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しかし、それは結果として、子どもも参加

料を払わないといけない状況にあるわけ

ですよね。 

 それが果たして、このふれあいマラソン

の趣旨に即しているものなのかというの

がわからないんですよ。 

 私は、子どもぐらいは無料にして、多く

の子どもに参加をしていただく、また、そ

の姿を親御さんにも見ていただいたり、あ

るいは、よくスポーツのチームで参加した

りする、その中で、また違う子どもの一面

を、発見したりということが非常に大きな

狙いではなかったかなと思っております。 

 今後、子どもの参加料をとって進めてい

くのか。あるいは、そこら辺のこと少しさ

ま変わりをしてですね、もっと子どもたち

が参加をしやすいようなものにしていく

のかということについてもお聞かせいた

だきたいと思っておりますし、平成２７年

度、参加された方の中で、摂津市民の方が、

どの程度おられたのか、つかんでおられた

ら、お聞かせをいただきたいなと思います。

以上、お願いいたします。 

○上村高義委員長 答弁を求めます。 

 早川課長。 

○早川自治振興課長 それでは、自治振興

課に係りますご質問にご答弁させていた

だきたいと思います。 

 まず１点目、自治連の研修会についてで

ございますが、こちらにつきましては、摂

津市自治連合会と摂津市赤十字奉仕団と

の合同で、特色あるまちづくりに取り組ん

でいる住民団体や市町村の地場産業とし

ての活動を視察する中での会員の研さん

と、会員相互の親睦と情報交換を行う目的

で、研修を補助しております。 

 平成２６年度につきましては、大阪府警

本部と大阪城を見学しております。参加人

数は、５２名でございました。 

 また平成２７年度につきましては、兵庫

県の耐震工学研究センター、姫路城を見学

させていただいております。参加人数は４

７名で、ございました。 

 次に、自治会加入促進でございますが、

現在のところ取り組みとしましては、自治

連合会、各自治会からの相談、要望を聞き、

回答、アドバイス。また、小学校校区ごと

の取り組みを毎月、広報に掲載する予定で

お願いしております。 

 それ以外に、この前に加入推進パンフレ

ットの作成を行っております。 

 それと、開発審査会において、業者に加

入促進の依頼も行っております。 

 また、最近ではコミュニティプラザでパ

ネル展等を行っております。 

 その中でも、やはり平成２７年度は１１

２自治会でしたが、今年度１１０自治会に

減っております。 

 その中で、平成２７年度、自治会の定例

会がございまして、その中で防災マップと

いうものを、今現在、防災管財課と保健福

祉課で取り組んでいただいておりますが、

そういう事例と報告をいただきましたが、

その中で、やはり防災関係については、地

域の市民の方が、やはり関心があるという

ことで、そういう取り組みを行うと、若干

ではあるんですが、自治会加入者がふえた

という事例も聞いておりまして、また、そ

の点についても、今後、考えていく必要が

あるのかなとは考えております。以上でご

ざいます。 

○上村高義委員長 谷内田課長。 

○谷内田市民活動支援課長 それでは、市

民活動支援課にかかわりますご質問に対

してお答え申し上げます。 

 まず、コミュニティプラザの件ですけれ
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ども、これまでの評価、それから、今後の

課題というところですが、コミュニティプ

ラザ、平成２７年度の利用率につきまして

は７６％ということで、平成２６年度とほ

ぼ同じ数字になっておるのかなというと

ころですけれども、コミュニティプラザも

５年がたちまして、市民の皆様の認知も高

まりを見せておりますし、使用人数につき

ましては、平成２６年度から平成２７年度

を見ますと、少し伸びているというところ

もございますので、市民の交流促進に寄与

することができているのかと評価をして

おります。 

 また、指定管理者におきましても自主事

業、積極的に展開いただいておりまして、

イベント等いろいろと開催いただき、地域

住民との交流も図っていただいておりま

す。 

 そういったことも踏まえて、市民の交流

の促進、これに一定寄与しているのかなと

考えておるところです。 

 今後の課題についてですけれども、引き

続き市民交流の促進、それから活動の場所

の提供ということを取り組んでいくとと

もに、やはり摂津市駅前という立地を十分

に活用していく必要があるのかなと考え

ておるところです。 

 やはり駅前にあることによって、市のシ

ンボル的な施設の一つであるとも感じて

おりますので、市のさまざまな施策、推進

のために、コミュニティプラザを利用して、

いろいろ情報発信していくということは、

大変必要なことであるかなと考えており

ます。 

 実際に、来年度に向けて、いろいろ関係

各課からコミュニティプラザを活用して、

施策の推進を図っていきたいという相談

をいただいておりまして、これにつきまし

ては、前向きに検討して、市全体として施

策、取り組みをしていきたいと感じており

ます。 

 それから、コミュニティセンターの件で

すけれども、平成２５年度から基本構想を

着手いたしまして、足かけ４年ほどになる

んですけれども、委員もおっしゃっていた

だいてますように、ワークショップを開催

し、基本構想の策定の際には地域住民、そ

れから関係者の意見を集約して、基本構想、

それから基本設計につなげてまいりまし

た。 

 まだ、１２月１日からオープンで、これ

から、まだまださまざまな課題があろうか

と思いますけれども、そういった新しい取

り組みといいますか、公民館と、それから

集会所も集約して、一つのコミュニティセ

ンターとして、一体的に運営していくとい

う新しい試みもございましたので、市民の

皆様と意見交換しつつ、役所の内部でも検

討を同時に進めていったところもござい

まして、そういった面では、なかなか難し

い面があったのかなと。 

 やはり市民の皆様、ご意見いただいたこ

とに対して、当然、取り入れられる部分も

ありますし、なかなか実現が難しかった部

分もございます。そこをですね、市民の皆

様に、意見集約をきちんとしていただいた

上で、基本構想に反映させていただいたと

は感じているところですけれども、市民の

皆様にワークショップの最後にも報告会

はさせていただいておりますが、なかなか

こちらの思いといいますか、市民の方の思

いと役所の思いが、全く一致するといいま

すか、こちらの思いがなかなか伝えきれて

ない部分もありまして、そういったところ

は、かなり難しい面があったのかなと思っ

ております。 
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 そういった意味では、今後、いろんな計

画等を策定する際には、そういったきちん

とした市の考え方を丁寧に説明していく

というところが、やはり大切になってくる

のかなと思っております。 

 コミュニティセンター、今後オープンし

ていく中で、同じような場面、出てくるか

と思いますけれども、市民の方との対応を

大切にしながら、コミュニティセンターの

運営・運用を適正なものにしていきたいと

思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○上村高義委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長  

 それでは、嶋野委員からの体育館の稼働

率、それとふれあいマラソンについての問

いにお答えいたします。 

 まず、市内の鳥飼体育館、正雀体育館、

味生体育館、それぞれの平成２７年度の利

用率、稼働率でございますが、鳥飼体育館

が７８．５％、正雀体育館が８５．９％、

味生体育館７７．１％となっております。 

 旧味舌スポーツセンターの体育室が閉

鎖になりましたのが、この２月ということ

でございます。 

 その後、正雀体育館の稼働率が上がった

かというお問いであったかと思います。 

 これにつきましては、正雀体育館、現在、

１０月現在の状況にありましては８６．

３％ということですので、まだ、全年度い

っておりませんので、何とも言えませんけ

れども、それほど変わらないのではないか

と思っております。 

 また、旧味舌スポーツセンターの体育室

が２月で閉鎖いたしました後に、旧味舌ス

ポーツセンターの体育室をご利用になら

れていた団体が約１４団体ほどございま

して、そのうちの８団体ほどは、子育て総

合支援センターの遊戯室を利用されてい

る状況についてはお聞きしております。 

 ふれあいマラソンでございますが、ご質

問いただきましたとおり、平成２６年度ま

では、一般の方のみ５００円という形で参

加料をいただいておりました。 

 平成２７年度からは、自動計測システム

を導入いたしましたので、委託料等につき

ましても、それだけ経費がかかるというこ

とになりまして、今までは無料であった小

中学生の方につきましても、料金をいただ

くという形になりました。 

 この自動計測システムを導入するよう

になりまして、正確に、それぞれの皆さん

のタイムというのをはかれるようになっ

て、皆さんも励みになる一面もあったかと

思いますが、ご指摘いただいておりますと

おり、子どもさんにとって参加料というの

が負担になるのではないかというところ

ですが、市全体の事業に言えることですけ

れども、やはり費用対効果というところと、

受益者負担そういう観点というものもご

ざいますので、一定、昨年度から導入しま

したもので、今年度も引き続き同様の形で、

事業を実施しようとは考えております。 

 来年度以降につきまして、今、いただい

たご意見につきましても、検討の材料には

させていただきたいとは思いますが、１年、

２年で参加料を取る、取らないがかわると

いうことは、なかなか考えにくいかなと思

いますので、そういうご意見いただいたと

いうことは、参考にさせていただきたいと

思います。 

 また、市民の参加者でございますけれど

も、完走した方しか集計しておりませんの

で、５１４人のうち３２６人、６３．４％

の方が市民の参加者という形で聞いてお

ります。以上でございます。 
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○上村高義委員長 三浦課長。 

○三浦環境政策課長 それでは、狂犬病の

予防注射に関するご質問にお答えいたし

ます。 

 平成２７年度につきましては、登録され

ている犬の件数が３，４５４頭、そのうち

２，２０３頭につきまして予防注射が接種

済みになっております。 

 接種率といたしましては、６３．８％と

なっております。以上でございます。 

○上村高義委員長 川本課長。 

○川本市民課長 それでは、市民課に係り

ますご質問にお答え申し上げます。 

 まず、市民サービスコーナーとコンビニ

交付の点でございますけれども、市民サー

ビスコーナーにつきましては、本年２月１

日から証明書のコンビニ交付サービスの

運用を開始したことによりまして、今年度

末をもちまして、全ての市民サービスコー

ナーを廃止する方向で考えております。 

 我々としましては、今現状、市民の方、

申請されれば、マイナンバーカードを皆さ

ん取得できる状況でございますので、これ

からにつきましては、マイナンバーカード

をとっていただいて、本庁なりコンビニ交

付サービスを利用していただくという思

いでおります。 

 しかしながら、先ほど委員がおっしゃい

ましたように、ほかの手だてということで

ございます。 

 我々も、その辺、高齢者対策等々考えて

おりまして、今、コンビニ交付プラス、サ

ービスコーナーを廃止した暁には、公共施

設における証明書の取り次ぎサービスと

言いまして、公共施設、どこかの公共施設

で証明書の申請を受け付けまして、即日発

行はできませんけども、後日、そこの公共

施設に持っていって、その窓口でお渡しを

やってもらうという取り次ぎサービスを

今、検討しておりまして、今、細部を詰め

ておるところでございます。近々、委員の

皆様にも説明する場を設けてもらいまし

て、説明をしたいと思っております。 

 続きまして、せっつメモリアルホールの

委員からのご提案の小ホールのことでご

ざいますが、これにつきましてはですね、

今現在も２階のホールではございますけ

ども、大は小を兼ねると言いますか、家族

葬としては行われております。 

 それで、２階のホールを分けても斎場の

火葬の枠の関係から、やはり同時に利用す

るということは、困難というか、そういう

点がございまして、また、効率的な問題と

いうこともございまして、今のところは、

そういうのはしんどいかなと思っており

ます。 

 また、市民からのご相談がありましたら、

小ホールということで、市内には、民間の

小ホールもできてきておりますので、式場

としましては、民間の小ホールをご案内し

て、市と民間と共存して葬祭事業を進めて

まいりたいと考えております。以上でござ

います。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 それでは、私から

は３点のご質問にお答えさせていただき

ます。 

 まず１点目、コミュニティソーシャルワ

ーク事業についてでございます。 

 事務報告書に件数として上がっており

ます約４，０００件ですけれども、これに

つきましては、相談のあった方の内容につ

いて、それぞれの重複している項目に掲げ

させていただいております。 

 サービスについては、それぞれつなぎ役

ということにはなっておりますけれども、
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実際には、継続的に担当して支援をしてい

るケースが常時５０件くらいはあります。 

 また、ネットワークでが、平成２６年度

の庁内のネットワークに合わせまして、平

成２７年度につきましては、それぞれ中学

校区単位で、地域で開催されております地

域ケア会議、こちらは医師会、歯科医師会、

薬剤師会、また、自治連合会や老人クラブ、

民生児童委員とか校区福祉委員、また、ボ

ランティアの団体連絡会の方等、かなり幅

広いメンバーで開催している会議ですけ

れども、そういったところへ参加すること

で、顔の見える関係づくりといったところ

から、相談につきましても、各団体の方か

らも、お声かけいただきやすいよう、ネッ

トワークをつくっていっております。 

 つながりができた関係の中で、対象者に

対する個別ケース会議等を地域包括支援

センターの方と連携をとりながら、進めさ

せていただいているところです。 

 また、２点目の未熟児養育医療のご質問

についてです。未熟児養育医療につきまし

ては１４件、平成２７年度はございました。 

 ご質問ありましたように、正期産でない

場合の低体重児であったり、また正期産で

あっても、身体の機能が未熟なために、医

療的なケアが継続的に必要な子どもにつ

いて、制度を利用し、入院治療を行ってい

ただくというものです。 

 １４人の方の内、２，５００グラム以上

の方は３名になっております。また、一番

小さいお子さんについては、１，５００グ

ラム未満となっております。平成２６年度

については、一番小さいお子さんで６００

グラム程度の方もいらっしゃいます。早く

にお生まれになった場合は、おなかの中の

環境と同じような環境設定が必要ですの

で、未熟な機能を維持する、あるいは支え

るような医療的な対応がかなり重要とな

ってきます。 

 このような場合は、保健所でのフォロー

が主となっておりますが、市の保健師で対

応するケースにつきましては、入院中から

病院でカンファレンスを開き、在宅でのケ

アの方法を習う等、対応を図りながら、在

宅でのお母さん、お父さんの不安が少しで

も解消されるような形で、入院中からお顔

合わせさせていただき、お家に帰って来ら

れてからも、訪問等で対応をさせていただ

いているという状況です。 

 ３点目の乳幼児の健診について、視覚の

検査です。ご質問にありましたように、視

覚検診を実施している３歳半健診も、平成

２７年度から月に２回となり、時間と対応

にゆとりを持てるように変更をしており

ます。 

 視覚の検査につきましては、なかなか会

場では慣れない場合も多々ありますので、

お家でしていただいた質問票をもとに、看

護師が当日、検査をさせていただき、検査

を受けられたほうがいいという場合には、

紹介状を発行させていただいています。そ

の件数が１０１件です。 

 中には、３歳半という年齢上、見えてい

ないということではなく、理解がしづらく

て、検査がうまくできないというお子さん

もいらっしゃいますので、４歳ごろをめど

に、はがきを郵送させていただいて、紹介

状を持ってご受診されたかどうかという

確認をさせていただいております。 

 また、お返事がない場合には、１、２カ

月しましてから、電話で連絡をさせていた

だき、改めて受診勧奨を行わせていただい

ております。まだ平成２７年度の方につい

ては、動きがあるところですけれども、今

の時点で、受診されたという回答をいただ
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いた方が５３件、約半分の方が、受診の確

認がとれております。 

 これについては、引き続き受診の確認を

させていただいて、早くに専門機関で見て

いただけるような支援をさせていただき

たいと思っております。以上です。 

○上村高義委員長 吉田課長。 

○吉田高齢介護課長 それでは、高齢介護

課にかかります６点のご質問についてお

答えさせていただきたいと思います。 

 １点目の地域福祉活動支援センター、包

括支援センターで、要支援の介護プランを、

どれぐらいつくってるかということなん

ですけれども、基本的に月平均で申します

と、大体７４９件ぐらいのプランをつくら

せていただいておる状況でございます。 

 ２点目の、ヘルパーの派遣事業で執行が

なかったということですけれども、この事

業は、介護保険の非該当の方に関してヘル

パーを派遣する事業ということで、現状と

いたしましては、非該当の方でヘルパーを

派遣するような対象者の方がおられなか

ったということで、事業としては行ってい

ないという内容になっております。 

 ３点目の認知症の方に関して、予防とか

ですね、そういうことに関しての取り組み、

今後、どのように考えておられるのかとい

うことですけれども、やはり新総合事業で

も認知症の予防に関しては、大きな柱の一

つとなっておりまして、もちろん今までの

取り組みの上に、さらに新総合事業に関し

まして、できましたら認知症予防の体操を、

市独自で、できればつくらせていただいて、

それを地域のつどい場等で啓発していけ

たらなと考えておる状況でございます。 

 それ以外にも総合事業の中で認知症に

対し市として行っていく事業が幾つかご

ざいますので、そういう事業を行いながら、

認知症の予防も含めてですね、考えていけ

たらと思っております。 

 あと、認知症の方を、市だけではなくて、

多くの方で支えていくべきではないかと

いうことですけれども、市として認知症の

高齢者等の徘回ＳＯＳネットワーク事業

をさせていただいておりまして、市内の事

業所８３か所の事業所ですね、例えば郵便

局とかコンビニエンスストア、あと介護事

業所など身近でかつ夜や日曜日もやって

おるような店舗等を登録していただいて、

実際行っている状況でございます。 

 現在、平成２７年度で申しますと、６２

名の方がご登録いただいておるというこ

とで、なかなか市だけでは、難しいところ

をこういう関係機関とか地域の方々のご

協力を得ながら進めさせていただいてお

る状況でございます。 

 あと、ひとり暮らしの登録の方、何名か

ということですけど、平成２７年度に関し

ましては１，４５５名の方が登録いただい

ておるという状況でございます。 

 あと、ライフサポーターの安否確認によ

って効果があった事例ということですけ

れども、見守りの中で実際安否確認をして

いただいてること自体が非常に効果があ

るのではないのかなと思っておるんです

けれども、平成２７年度に安否確認の報告、

２１件上がっておる中で、例えば警察等と

かから８件あったりとか、結構あるんです

けど、その中でライフサポーターの方から

も２件、報告がありまして、その内容とし

まして、訪問したときに不在で、チラシが

たまっていて、郵便物もそのままで、再度

訪問しても状況は変わっていなかったの

で、ご心配があったということで、市の職

員も行かせていただいて、結果的には元気

だったということであったり、もう１件は
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訪問させていただいて、電話とか携帯で連

絡するけども、つながらない。ドア越しに

水が流れてて心配という内容に関しても、

市の職員が行かせていただいて、それもお

元気だったということで、やはり緊急時の

そういう対応に関して、早く気がつくとい

うことで、ご安心いただいてる内容ではな

いのかなと市としては受け取っておりま

す。 

 それ以外にも、日々行かれている中で、

ひとり暮らしの方々に安心をしていただ

いてる環境をつくっていると考えておる

状況でございます。 

 以上です。 

○上村高義委員長 東澗参事。 

○東澗保健福祉部参事 決算概要７０ペ

ージ、生活困窮者自立支援事業の状況につ

いて、ご説明します。 

 本事業は、新しい制度設計の下につくら

れた事業でございますので、まず我々事業

の周知に努め、広報誌で２回特集を組ん、

あと民生児童委員協議会などの各種団体

への説明、ほかには個別の地域ケア会議な

どにも出向いて制度の説明等させていた

だきました。 

 その中で、生活困窮者自立支援制度は、

生活保護制度と違いまして、生活保護の制

度はかちっと枠に入ってる制度ですが、新

しい事業につきましてはそういう枠がご

ざいませんので、我々としましては、でき

るだけ幅広く相談業務を、受け入れるよう

に考えまして、その結果、平成２７年度に

つきましては１７７件の新規の相談件数

がございました。 

 委員のご質問は、その中でプランの作成

件数が２６件と少ないのではないかとい

うことですが、プランを作成して支援をす

る流れで、対象となられる方の本人の申し

込み、同意が必要になり、その上で本人や

その世帯を取り巻く状況や背景、課題を分

析・評価して、支援プランを作成してまい

ります。その支援プランには、関係機関に

よる支援調整会議の開催等、確認して、必

要な支援を進めているところです。 

 昨年度、相談に来られた中では、具体的

な状況を申しましたら、ご高齢の親が年金

で生活していて、息子さんがひきこもりぎ

みで仕事をしていなくて、将来が心配で、

ご相談に来られた内容も何件かございま

す。ただ、実際、その息子さんが同意して

申し込みしていただかないとなかなか支

援にはつながっていかないという現状が

ございます。また、生活困窮者自立支援制

度ではなかなか手に負えないような状況

で、すぐに生活保護の受給につながるよう

な状況もございます。 

 生活困窮者自立支援事業の、相談内容は

やはり生活困窮とか病気の相談が中心に

なってまして、就労支援が求められますの

で、我々ではハローワークとの連携した中

で支援を進めております。支援の個別の状

況に応じて、ハローワークや面接に相談員

が同行するなど、きめ細かな対応を行って

おり、就労に決まった後も、定着できるま

で連絡取り合ったりして、定着支援も進め

ております。 

 また、昨年度につきましては、大阪労働

局に無料職業紹介所の届け出も行い、直接

企業に対して生活困窮の支援の窓口から

業務をあっせんできるような体制もつく

らせていただきました。 

 次に、住居確保給付金についてでござい

ますが、本事業は、もともと平成２１年よ

り実施している住居手当緊急特別措置事

業が生活困窮者自立支援事業の制度施行

に伴って移行された事業でございます。こ
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れも昨年度相談件数４９件で、申請に至っ

たのが９件でございます。この分も少ない

というのも、所得制限等も、一定の条件が

合わないとか、相談に来られた方がこの制

度の状況を把握した中で、申請に至らなか

った状況がございます。 

 最後に、一時生活支援事業についてお答

えします。本事業はホームレス対策として

従前から行っている巡回相談事業とあわ

せて行っている事業でございます。その場

の行き先がないような方がおられた場合

に、宿泊施設を提供したり、また生活保護

の受給という場合であっても、決定までに

１週間から２週間必要になりますので、そ

の間の宿泊施設の提供ということで活用

させてもらっています。 

 具体的にはビジネスホテル等を借り上

げ、必要に応じて対象者に宿泊施設を提供

しているもので、その間に委託しています

大阪府社会福祉協議会の巡回支援員が宿

泊施設を訪問して、居宅の確保の支援を進

めております。 

 平成２７年度につきましては、決算概要

で実績がございませんが、これは対象者が

いなかったことによります。 

 以上です。 

○上村高義委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 障害福祉課にかか

わります決算概要７８ページ、障害者就労

促進事業についてお答えいたします。 

 まず、平成２７年度の実績でございます

が、この事業内容につきましては、国の緊

急雇用対策のその後の継続事業として実

施しているものでありまして、内容といた

しましては、旧味舌スポーツセンター、旧

三宅スポーツセンターの施設の使用申請

受付、利用許可書確認、施設清掃という施

設運営業務について委託しているもので

あります。 

 雇用人数につきましては、障害者が２名、

それから事務員兼管理指導者として１名

の３名に委託しているものであります。 

 それから、就労がかなわない方への対応

につきましては、まず就労を行うための訓

練といたしまして、就労移行支援事業とい

うのがございます。こちらで訓練を受けて

いただいて就労に結びつけるというもの

でありますとか、あと、なかなか雇用契約

に至らない障害を持たれてる方につきま

しては、軽作業を行うような就労継続支援

Ｂ型事業というのがございまして、市内に

も多くの事業所がこれを行っております。

それぞれの障害を持たれてる方の内容ご

とに相談支援を行いまして、雇用に結びつ

けるという対応を行っております。 

○上村高義委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 先ほどご答弁

申し上げましたふれあいマラソンの部分

におきまして、訂正がございますので、ご

答弁させていただきたいと思います。 

 ふれあいマラソンの先ほど市内の参加

者数というところで完走者の中でと申し

上げましたけれども、こちらは申込者数５

１４人の中で３２６人が市内の参加者で

ありますという形になります。 

 それと、親子チャレンジランという種目

がございまして、こちらにおきましては計

測もしないので、料金も無料ということで

参加していただくんですが、当日受付とな

っておりますので、こちらにつきましては、

市内の方というのは集計できておりませ

ん。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 辻農業委員会事務局

長。 

○辻農業委員会事務局長 市民農園の質
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問にお答えいたします。 

 まず、利便性のよい農地の提供はあった

のかというお話でございます。相続税の納

税猶予を受けておられる農地ということ

で、すなわち市街化区域の生産緑地指定を

受けている農地になろうかと思います。 

 現在、法律的には生産緑地は貸し借りが

可能な状況となっておりますが、生産緑地

でなおかつ相続税の納税猶予を現在受け

ておられる農地については、貸し借りは認

められないこととなっております。生産緑

地イコール納税猶予ではございませんの

で、その部分で納税猶予を受けるために生

産緑地の指定を受けておられる方は引き

続き法的には可能であるけども、税法上の

措置を、恩恵を受けておられるところにつ

いては、市民農園としての貸し借りがやは

りできないということになります。 

 ただし、できるということでございます

ので、ふやせるチャンスがあればふやして

いきたいとも思っておりますが、いたずら

に市民農園をふやすというのは、もちろん

望ましいことではございません。それぞれ

お持ちの農地は、自分たちで農地を守って

いくというのも現在非常に農政上必要な

ことであると考えております。 

 その貸し借りをいたずらに市が介入し

てやっていくことは、みずからの営農意識

を妨げることで、市内の農業の衰退につな

がるような一因になっても、それは本末転

倒ではないのかなと考えるところであり

ます。 

 また、そういう法改正の関係も非常に昨

今、農地を守っていくための法改正、農業

を守っていくための法改正、さまざま検討

されてるところでございますので、そのよ

うな状況を見据えつつ、チャンスがあれば、

そういうニーズにも応えていけるように、

常にアンテナを高く張っていきたいと考

えております。 

 それから、体験型の農園をふやしていく

ことについてでございます。委員がおっし

ゃいますように、体験型の農園といいます

のは、指導者もおりますし、夫婦や親子と

かで楽しく参加できる非常にいい事業で

あると私は思っております。ただ、ニーズ

としては一定ありますものの、サービスの

供給量が追いついていない状況ではない

のかと思っております。 

 今のところ、その体験型の農園と申しま

すのは、畑の形態で野菜であるとかさまざ

まな農作物を畑で栽培するということに

ついて、作付の指導であるとか、肥料のあ

げ方とか、剪定の仕方、そして収穫という

一連の作業について学んでいただける内

容で行っております。 

 今後につきましては、その体験も指導者

つきで水稲ができるチャンスはないかと

いうことも検討していく必要があろうか

とも考えておるところでございます。まだ

まだ将来的な話で、土地の提供が必ず必要

になってくることと、指導者が必要である

こと等々から、なかなか簡単にはいかない

ところですけども、畑作と同じく水稲もで

きればいいかなと思っておるところでご

ざいます。 

 以上です。 

○上村高義委員長 池上参事。 

○池上市民生活部参事 それでは創業支

援の関係について、ご答弁申し上げます。 

 まず、この創業支援について、最初に説

明しておきますと、この創業支援につきま

しては、平成２６年１月に施行されました

産業競争力強化法に基づきまして、創業支

援事業計画を策定し、国の認定を受けた市

町村においては法人登録免許税が減額さ
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れたり、融資を受ける際の補償枠が拡大さ

れるなどの特典が設けられました。このこ

とによりまして、各市町村で国の認定を受

けて創業支援に取り組んでいるところで

ございます。 

 摂津市におきましては、連携先としまし

て商工会、そして日本政策金融公庫と連携

いたしまして、平成２６年からその前進で

あります今ご質問のありました融資制度

等を連携の中で設けるなどし、平成２７年

２月に創業支援事業計画を策定しまして

国の認定を受け、平成２７年度から創業に

関する事業を本格的にスタートいたしま

した。 

 創業支援事業としましては、創業スクー

ル等を行っておりまして、その一環としま

して起業者の融資補助金という制度も先

ほど言いましたように２６年から設けて

おるところでございます。この融資補助金

につきましては、平成２７年度は日本政策

金融公庫との連携に基づいて創設した制

度ですので、政策金融公庫が提供する女性、

若者、シニア起業家資金を借りられた方で、

５０万円以上の融資を受け、かつ１２回以

上の返済であって市内で創業した方に対

して、一律５万円支給するという制度でご

ざいます。昨年につきましては市内で創業

して公庫の融資を受けられた方というの

は１件だけであったということでござい

ます。 

 ただ、創業支援の認定に当たりまして、

我々、当初２０件、年間２０件というのを

目指すということを認定に係る資料とし

ても提出しておりますので、今後もそれに

近づけるよう、一人でも多く創業していた

だける方を、創業しようとする方を、応援

していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 奥村副市長。 

○奥村副市長 それでは、蚌埠市との国際

交流事業について、お答えしたいと思いま

す。 

 事務報告書９７ページには、国際交流事

業としてオーストラリアのバンダバーグ、

これの交流事業の記事が載っております。

ここには蚌埠市が載っておらないんで、非

常に残念なことだと思っております。 

 過去のデータを見ますと、平成２４年度

までは大体毎年１回は摂津市に訪問団を

送っていただいて、そういうことでは交流

が活発であったのかなと思っております。

２４年度以降は、その訪問団が一切来られ

てないので、活動が途絶えてるという状況

でございます。 

 振り返ってみますと、国レベルでの取り

組みの中ではいつの年代か忘れましたが、

当時田中首相だったと思うんですが、日中

との国交の回復を図って、友好締結によっ

て非常に友好ムードが大きく盛り上がり

ました。その中で地方自治体もその機運が

広がりまして、各市においても中国都市と

の友好都市締結、これが非常に数多くなっ

て交流が盛んとなりました。 

 それが、その後ですが、日中関係につい

ては、経済の結びつきは非常に強くなりま

したけれども、政治の結びつきはそれに反

比例して非常にぎくしゃくとするような

状況になっております。何年か前には中国

国内で反日のデモがあったりしながら、す

っかり友好ムードが冷え込んでしまいま

した。 

 近年では南シナ海、あるいは東シナ海の

領海の問題で、非常にぴりぴりしたムード

になっており、友好にはほど遠い状況とは

なっております。 

 話は大きくなるんですが、やはり世界平
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和のためにはやはり近隣諸国との友好は

ゆるがせないとは私ども思っております。

国レベルにおいては、首脳会談の呼びかけ

等粘り強い取り組みがなされておりまし

て、自治体にとりましても市民レベルでの

交流は非常に重要であると考えておりま

す。 

 先ほどご指摘ありましたように市制施

行５０周年の出席の返事がないというの

は非常に非礼なことだとは思いますが、そ

のチャンネルはしっかり残しておきたい

と思っております。今後、国等の動向も推

移もしっかり見定めながら、本市としては

できるだけ友好都市としてしっかり交際

をしていきたいとは思っております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 ２回目、要望で、いけ

るとこは要望させていただきたいと思っ

ておりますけれども、まずは体育館の利用

率のことです。 

 課長からご答弁いただきまして、非常に

高い利用率だと感じます。味舌のスポーツ

センターが閉館した後、正雀に流れてるの

かと思ったんです。あそこは余り関係ない

ということで、むしろ支援センターの遊戯

室に皆さんご利用されておられるんだと

感じました。 

 将来的にスポーツセンターも、またスポ

ーツを中心とした施設になっていくとい

うこともありますし、さらに長い目で見て

いくと、総合体育館というお話もあるわけ

でございまして、これから屋内になるかも

しれませんが、今後しっかりとスポーツ振

興という点で、利用率を見きわめながら、

しっかりと今後のあり方も探っていただ

きたいなと思っておりますし、総合体育館

ができることによって、今度、屋外のスポ

ーツの利用がどうなのかということも大

きな課題になってくると思っております

ので、そちらも今後、担当課としてあるべ

き姿をしっかりと探っていただきたいな

ということを要望して申し上げたいと思

います。 

 それと狂犬病の予防のことですけれど

も、６３．８％の接種率ということです。

これはどう考えておられるのか。この狂犬

病については、１００％に近い数字を目指

すべきだろうと思ってます。この注射を受

けていない犬が全て狂犬病にかかってい

るというわけではありませんけれども、し

かし狂犬病という病気は、本当に今治すこ

とが大変に難しい病気でもございますし、

また犬を飼っている飼い主として責任が

あるわけです。そこについてはもっと強い

態度で、私はこの数字を見ていただきたい

なと思っております。ここ数年の接種率も

含めて、担当課として今どのように思って

おられるのか、今後どのような方針をとろ

うとされておられるのか、この点について

は再度お聞かせいただきたいと思います。 

 それから、自治連合会の研修でございま

す。内容についてはわかりました。 

 加入率の向上のことですけれども、防災

マップをつくっておられる自治会が今二

つですか、あります。そういったことを通

じて住民の方の関心が高まって、加入率が

アップしたということに、非常に大きなヒ

ントがあると思っております。恐らくどこ

の自治会も、今は目に見えて加入率下がっ

ていないとこがあるのかもしれませんが、

しかし将来的なことを考えると、やはりこ

の加入率の向上というものは、非常に大き

な関心事だろうなというように思ってお

ります。 

 ですので、実際に防災マップの作成が加
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入率のアップにつながっているというの

であれば、もちろんこれは本末転倒なこと

になるかもしれませんけれど、そういった

こともしっかりと啓発をしていきながら、

成功事例としてどんどんと市内に広めて

いっていただきたいなと思っております

ので、この点、要望として申し上げたいと

思います。 

 それから、コミュニティプラザの件でご

ざいます。評価については、私も比較的高

い利用率を推移していると思っておりま

す。ただ、今後のことを考えると、実際に

レストランの経営をどうしていくのかと

いうことがあるわけです。それは現在コミ

ュニティプラザを使っておられる方の形

態というか、使い方とも密接に連携してる

問題と思っておりますので、今後その点に

ついても実際どうしていくのかについて

は、非常に難しい課題と思っておりますが、

しっかりと見きわめていただきたいと思

っております。 

 その点、要望としてお願いしたいんです

けれども、答弁の中で、このコミュニティ

プラザを使って積極的に施策を展開して

いきたいという申し入れもあるというお

話がございました。これは決算と少し離れ

るかもしれませんけれども、実際にどうい

った施策をこのコミュニティプラザを使

ってやろうという声があるのか、もし可能

であれば、この際お聞かせをいただきたい

なと思いますので、お願いいたします。 

 それから、コミュニティーセンター事業

でございます。これは今までにないような

取り組みなのかなと思っておりますし、今

後、摂津市の大きな施設の整備をしていく

ときに、実際に協働といったものが大きな

まちづくりの柱である以上は、やはりいろ

んな方の意見調整をしていくというんで

しょうか、ファシリテーターとしての役割

といったものは、摂津市の行政として今ま

で以上に大きな役割になるんだろうなと

いうように思うんです。 

 今回、いろいろなワークショップを通じ

て、住民の方からもいろんなご意見があっ

て、行政との意見の食い違いといったもの

もあったと。なかなか住民の方の要望・意

見を組み入れることは難しいという経験

もされておられるわけでございまして、こ

れは今後の非常に大きな財産になるんだ

ろうと思っております。重ねてになります

けれども、今後のファシリテーターとして

行政がまさに協働のまちづくりを担って

いくということになれば、今回は非常に大

きな財産を得たんではないかなと思って

おりますので、これをしっかりと庁内的に

も還元をしていただきたいということで、

お願いとして申し上げたいと思います。 

 それから、市民サービスコーナーの閉鎖

に伴って、何かコンビニ交付以外で新たな

手だてを考えておられないかということ

でお聞かせいただいたんです。 

 公共施設を利用しての取り次ぎサービ

スということについて、決定でないけども

検討してるということでございました。非

常に心強いなと思ってるところでござい

ます。 

 今回、私、一般質問の中で２０２５年問

題といったことで質問させていただきま

して、もうすぐそこには国民の５人に１人

が７５歳以上になる時代も来るわけです

から、そうなったときにそういった方がコ

ンビニ交付を利用されるのかと思ってお

りますので、ぜひこの取り次ぎサービスに

ついては、検討で終わらずに、しっかりと

実現に向けて、鋭意取り組んでいただきた

いなということで、これも要望をさせてい
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ただきたいと思います。 

 それと、コミュニティソーシャルワーク

事業ですけれども、常時お一人の方で５０

件から６０件ぐらいの案件を抱えておら

れるというお話だったと思いますけれど

も、それでは今後、ソーシャルワーカーの

増員ということについては、どのようにお

考えなのか。これも先ほどの話になってき

ますけれども、恐らくコミュニティソーシ

ャルワーク事業として上がってくる件数

はふえていくんだろうなと思っておりま

すので、その点の今のこの環境として、ど

のように感じておられるのか、少しお聞か

せをいただきたいというように思ってお

ります。 

 ネットワークの現状については、わかり

ました。さらに、関係機関と連絡を密にと

っていただいて、面として地域をしっかり

とつかんでいただけるように、よろしくお

願いしたいと思います。 

 それから、地域福祉活動支援センターで

の介護予防プランの作成ですけれども、ざ

っくりと、月平均で７４９件というのは、

非常に多いなと思っておりますが、この介

護プランを作成されるのは、大体どの程度

の人数でされておられるのか。これについ

ても今度どのようにお考えなのか、少しお

聞かせいただきたいなというように思い

ます。 

 生活困窮者自立支援でございます。課長

がご答弁いただきまして、まず１７７件の

新規の相談があって、２６件しかプランを

作成されてないということで質問させて

いただきました。 

 本人の同意が必要であるとか、あるいは

即生活保護につながるケースもありまし

たよというお話がございました。それ以外

にも、行政以外の窓口がしっかり対応して

るという事例もあるのかと思っておりま

すが、もう一度お聞かせいただきたいのは、

１７７件の相談があって、２６件はプラン

作成していただいておりますから、これを

しっかりと進めていくことなんだろうな

と思っておりますが、プランが作成されて

いない１５１件の方のケースについては、

何らかの形で目が入るというか、フォロー

が入るような形になっているのか、再度お

聞かせいただきたいなというように思っ

ております。 

 住宅確保の件でありますとか、一時生活

支援のことについてもご答弁をいただき

ました。よくわかりました。 

 今後、この事業についてもさらに必要性

が増してくるのかなと思っておりますの

で、しっかりと、特に住宅確保については

いろいろな条件があります。それに当ては

まる方はいいんですけれども、それに当て

はまらなかった方に対して、どのようにフ

ォローしていくのかということについて、

これもまた非常に大きな課題と思ってお

りますので、鋭意取り組んでいただきたい

なというように思っております。 

 それと、高齢者の日常生活支援のことで

ございまして、ホームヘルパーの派遣が全

くなかったということで、これは介護保険

のサービスの非該当者であるということ

でございます。平成２７年度はサービスの

利用がなかったんですが、これはやはり今

後もある意味安全策といいますか、この事

業自体は残していこうというお考えなの

か、少し今後の方向性をお聞かせいただき

たいなというように思っております。よろ

しくお願いいたします。 

 それと認知症のことですけれども、今回、

私がお聞かせいただいたのは、かつて私が

住んでいた家のすぐ近くに、認知症のおば
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あさんがおられたんですね。その方はおじ

いさんとおばあさんとお二人で暮らして

おられて、よく徘回をされておられたんで

す。それでおじいさんがよく迎えに行った

りとかされておられたんですけれども、そ

の迎えに行く先が、私ら想像以上に広いん

ですね。実際に摂津市にお住まいですけれ

ども、兵庫県のどこか忘れましたけれども、

電車を使われて行かれておったと。そうい

った徘回をすることがありましたので、何

か名前と住所と連絡先わかるようなもの

をおじいさんは、おばあさんに持たせてお

られたらしいんです。なので、連絡がかか

ってきて、迎えに行くことがよくあったん

ですけれども、想像するよりも本当に広い

範囲で移動されてるということがありま

したので、どういった連携ができてるのか

ということについてお聞かせをいただい

たわけでございます。 

 市内の８３の事業所と何らかの連携を

とっておられるということでございます

けれども、これは、その徘回が先ほど申し

ましたように市内でとどまるわけではあ

りませんので、もっともっと広域的な取り

組みも今後、必要なのかなと思っておりま

すので、次そういった点も今後ご検討いた

だきたいということで、要望として申し上

げたいと思います。 

 それから、ひとり暮らし高齢者の問題で

ございます。ひとり暮らし登録の件数はわ

かりました。ライフサポーターによる効果

についても、具体的な事例をお聞かせいた

だいたんですけれども、ライフサポーター

については、やはり以前増員もしていただ

いておりますけれども、今後さらに増員と

いうことが必要なのかなと思っておりま

す。その点について、担当課としてのお考

えを少しお聞かせいただきたいなと思い

ます。 

 障害者の就労については、ご答弁いただ

きまして、今年度からですか、摂津市とし

てもさまざまな取り組みが始まってるわ

けでございまして、これは平成２７年度決

算なので申し上げませんけれども、現在、

摂津市として、障害者の就労ということで、

まず先進的な取り組みをしていこうとい

うことでされておられるわけでございま

すので、今後しっかりと就労につながるよ

うな取り組みをしていただきたいと思っ

ておりますし、それと就労がかなわないケ

ースについても、しっかりとさらなるご努

力をしていただきたいなということで、こ

れも要望として申し上げたいと思います。 

 未熟児の療育医療の件でございます。平

成２６年度のケースですけど、６００グラ

ムで生まれてこられたケースがあったと

いうことで、これは非常に、この後の取り

組みが難しいなと感覚的に思うんですけ

れども、今、高齢で出産されるケースとい

うのはやはりふえてます。よく私も専門家

でないのでわかりませんけれども、高齢に

なって出産をすると、未熟児として生まれ

るような危険性も高まるというお話も聞

いたりするんです。 

 そうなったときに、この事業の重要性と

いったものは、これからも高まっていくと

思っておりますし、摂津市だけがフォロー

するわけじゃないというお話でありまし

たけれども、しっかりと行政としてもこう

いったケースに寄り添っていただきたい

なと思っておりますし、もう一つやはり啓

発ですね。どういったことに心がけると、

正常といったらおかしいですけれども、な

出産につながるのかということについて

も、今まで以上に啓発していただくという

こともあわせて、ぜひこの点、要望として
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申し上げたいと思います。 

 それから、乳幼児の健診のことでござい

まして、本当にきめ細かく取り組みをして

いただいてると思います。本当に心から感

謝を申し上げたいと思っておりますけれ

ども、恐らく視覚の検診を専門機関で受け

るということになると、これは費用が相当

発生していくのかなというように思いま

す。その費用について、どうしていくんだ

ということは、私は大事な視点だろうとい

うように思っております。 

 そのときに子どもの異変をしっかりと

気づいて対応することで、後の大きなこと

につながらないといったこともあるわけ

でございますので、そこで金額的な、経済

的なことによって、専門的な機関での受診

といったものをためらうということにな

ってしまう。これは大きな禍根を残しかね

ないようなことになるわけでございます

し、何よりもその子どもが、本当に一生背

負っていかないかんものもあるわけでご

ざいますので、その点については、よくよ

く調査をしていただいて、もしクリアでき

るんであれば、受診させたいんだという声

があるんであれば、ここはしっかりと予算

をつけてでも、私はやっていただくべきと

ころなのかなと思っております。まずはそ

こら辺のことをしっかりとつかんでいた

だいて、今後のあり方を、これは探ってい

ただきたいなということを要望として申

し上げたいと思います。 

 葬儀会館のことです。火葬の枠で難しい

というお話です。要は同時に２階部分を使

えないということになってくると、確かに

そうなのかなというように思います。 

 ただ、民間の私は事業所を選んでいただ

くということについては、別に否定をする

もんではないんですけれども、ただ、葬儀

といったものは、いつ来るかわかりません

ね。急にやってきますし、本当に用意なか

なかできないですよ。そのときに摂津市だ

と規格葬儀といったものを打ち出してる

わけですね。やはり安価でできるというこ

とについてもしっかりと方向を持ってお

られるわけでございますが、そういった方

向を持っておられる行政と、実際の今の葬

儀の形といったものに少し齟齬があるん

であれば、ここは今後、火葬の枠のことも

あるんでしょうけれども、検討していただ

きたいなと思うところでございますので、

これは要望として申し上げたいと思いま

す。 

 それと市民農園のことでございまして、

またおっしゃったように、確かに営農意識

にも影響する問題なので、いたずらに市民

農園をふやすべきでないと言われればそ

うなのかなと思うんですけれども、少し大

きな話しさせていただきますと、今、我が

国の農業の抱えている問題、さまざまある

と思うんですけれども、一つは農業したい

という人と、実際農地を持ってる人とは違

うということです。農地を持ってる人が営

農意識がなくて、農業をしたいと思ってる

のだけど土地がない人もたくさんおられ

るわけです。そのミスマッチを解消してい

くというのは、非常に大きな目で見ても大

切な事業になるんだろうなと思います。 

 そうなると、ではどこで土地を確保する

のかとなってくると、別に摂津市にこだわ

ることないと思ってるんです。摂津市でな

いところの土地を、いわゆる休耕田を借り

て、摂津市民の方がこの体験型の市民農園

みたいな感じでやっていくということも

一つ考えられるのかなと思っております

ので、そこを、今後視点を変えて、こうい

った問題にも取り組んでいただきたいな
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といったことで、これも要望として申し上

げて、２回目終わりたいと思います。 

○上村高義委員長 暫時休憩します。 

（午後３時１２分 休憩） 

（午後３時３９分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 答弁を求めます。 

○三浦環境政策課長 それでは、狂犬病予

防注射に関するご質問にお答えいたしま

す。 

 接種率につきまして、平成２６年度の本

市の接種率は６２．７％と横ばい状態では

なってございます。また、平成２６年度で

はございますけども、大阪府の接種率につ

きましては６２．５％で、ほぼ府下で平均

的な数字となってはございます。 

 しかし、委員のご指摘どおり、決して高

い数値ではないと認識しておりまして、現

在、４月に集中的に狂犬病予防集合注射を

行い、市内の公園や公民館などを利用して、

市内の獣医師の協力の下、地域で予防注射

を行っているところでございます。 

 また、夏ごろには未接種の犬の飼い主に

対し予防注射の勧奨のはがきを出し、啓発

に努めているところでございます。 

 今後も機会を捉まえてＰＲ、啓発を行い、

予防注射の接種率の向上に努めてまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 吉田課長。 

○吉田高齢介護課長 それでは、高齢介護

課に係る３点のご質問についてお答えさ

せていただきたいと思います。 

 包括支援センターの介護プランの作成

のことですけれども、包括支援センターの

介護プランの予防の場合、一旦、包括支援

センターでは受けるんですけれども、委託

ということで、民間の介護事業所のケアマ

ネジャーに委託できるという仕組みがご

ざいます。実際、直接、計画を作っている

のが、包括支援センターでは２９８件、委

託として４５１件、約６０％程度を委託さ

せていただいておる状況でございます。 

 委託先はいろいろな事業所がありまし

て、６８事業所に委託させていただいてお

るという状況でございます。 

 ２点目としまして、社会福祉協議会生活

支援サービス委託料について、非該当の方

のヘルパー派遣の制度に関して、どのよう

に今後方向性について考えておるのかと

いうことでございますが、実際、非該当の

方のサービスというのは、平成平成２７年

度の実績もないような状況で、今年度も今

のところないということで、ただ、そうい

う方に関しては、非該当ではありますけれ

ども、何らかの支援が要る方もいるのでは

ないのかなということですので、事業のあ

り方に関して、ちょうど平成２９年度に、

ヘルパーの制度が要支援の方の制度が大

きく変わるという時期でございますので、

その中でどのような形があるのかという

ことも含めて考えていけたらなと思って

おります。 

 ３点目として、ひとり暮らしのライフサ

ポーターについて、増員についてどのよう

に考えておるのかということですけれど

も、平成２８年度、７５歳以上の方の訪問

ということで、お二人ふやさせていただい

た経過もございます。この方々、ライフサ

ポーターの方が７５歳以上の方の訪問を

しておる中で、実際ひとり暮らしの方の状

況を把握しつつ、今後のライフサポーター

の事業のあり方について考えていけたら

なと思っております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 東潤参事。 
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○東潤保健福祉部参事 生活困窮者自立

支援事業の２回目のご質問にお答えいた

します。 

 新規相談件数１７７件のうち、プランを

作成しなかった１５１件の状況でござい

ますが、事務報告書１６８ページの③、自

立支援相談機関の対応内容のところで出

させてもらっていますが、そこの２段目、

情報提供や相談対応のみが１２８件で、こ

の中には情報提供を通した中で、その後の

状況を家庭訪問や電話連絡等で確認する

など、できるだけきめ細かく対応するよう

に努めております。 

 ３段目の他の制度や専門機関につなぐ

が１５件で、これにつきましては、具体的

に挙げますと、障害支援機関につなぐなど、

この場合は同行支援等含めて、ある一定の

成果が出るまで支援は継続させていただ

いております。それと、あと同意に向けて

取り組んでいるのが８件ございました。 

 昨年度、新しい事業で進める中で、課題

もかなり見えてきてます。先ほども申しま

したが、ひきこもりぎみの方とか、能力的

に問題が見受けられるとか、個別にさまざ

まな問題でなかなか一般就労につながら

ないような方もございました。そこで、就

労準備事業等を進めていかないといけな

いということになり、これは、今年度の業

務になりますが、大阪府が主催する就労準

備事業の広域連携に参加した中、企業開拓

や就労のための業務分解、それと支援者の

業務のマッチング等のノウハウを、一緒に

業務を進めることで、経験豊かな知識を吸

収した中、できるだけ出口部分で、先ほど

１回目の答弁のときも相談の入口部分で

広く受けとめるという話をさせていただ

いたんですが、やはり出口部分がないと、

なかなか問題解決にはつながらない状況

がありますので、その出口部分にも力を入

れていきたいように考えております。 

 それで、具体的な今年度の状況になりま

すが、昨年度、事業をスタートしたときは、

市内で就労訓練事業の認定を受けていた

法人はございませんでしたが、昨年度、市

内の社会福祉法人等に働きかけ、制度の説

明と協力依頼させていただきまして、今年

度に入りまして、市内で社会福祉法人２者

が大阪府から認定を受けている状況でご

ざいます。 

 また、さらに現在までに３名の方が就労

訓練事業に参加しております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 谷内田課長。 

○谷内田市民活動支援課長 それでは、市

民活動支援課に係るご質問に対してお答

え申し上げます。 

 コミュニティプラザにおいて、市の施策

推進のため、それから情報発信のための活

用について、その具体というところでござ

いますけれども、現在、２課から相談を受

けております。コミュニティプラザにおい

て実施していくためには、施設の物理的な

制約、それから運用上の制約、さまざまご

ざいまして、そのあたりの制約をどのよう

に解決していくのか、今、それぞれの担当

課と調整しているところでございます。 

 そのため、いろいろな検討の過程という

こともありますので、具体につきましては

ご容赦いただけたらと思っておりますの

で、ご理解よろしくお願いいたします。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 それでは、コミュ

ニティソーシャルワーカーの増員につい

てのご質問にお答えいたします。 

 相談件数につきまして、年々度増加して

いるという状況、また相談の内容につきま
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しても多様化、複雑化しており、いろいろ

な機関と連携をとりながら継続的に支援

をしていく対応が必要となっております

ので、そういった点からも、担当課といた

しましては増員の必要性があるものと認

識をしております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 ２回目で忘れたとこ

ろがございましたので、先、そこから申し

上げたいと思っておりますが、まず、創業

支援でございますけれども、目標が２０件

という目標を立てられて、本当にいろいろ

な条件がありますが、公金を使うわけです

から、そう簡単に何かを出せるというもの

じゃないというのはよくわかっておりま

すけれども、しかしこの摂津市で創業して

いただくということが、また産業のまちに

なる活性化につながるんだというとこと

からこの事業が取り組まれてるんだろう

というように思っておりますので、本当に

この摂津市の特徴に合わせたフォローの

仕方等があるのかなと思っておりますし、

今後、そこら辺は商工会とも連携をとりな

がら、この件数が上がっていくということ

が結果として出ていくように要望として

申し上げたいと思っております。 

 それと、蚌埠市の件につきまして副市長

からご答弁をいただきました。 

 私も政治的に日中関係が冷え込んでい

る中で、しかし民間ではつながっていると

いう状況を私はつくるべきだろうと思っ

てますし、これは摂津市で蚌埠市だけじゃ

なくて、広くそういったことが広がってい

くといったことが大事だろうなというよ

うに思います。そこは全く同感ですが、た

だ今回は、先ほど副市長もおっしゃってい

ただきましたけれども、余りにも非礼です。

この市制施行５０周年で。招待状渡しまし

た。連絡もこちらがさせていただいたのに

何の音さたもないというのは、これは非礼

過ぎます。そこを私は申し上げたいわけで

あって、果たして今この摂津市と蚌埠市の

関係を続けるといったことがどうなのか

ということについては、また別の次元の判

断になるんだろうなというように思って

おりますので、そこはしっかりと今後のあ

り方について見据えていただきたいなと

いうことで、これも要望として申し上げた

いと思います。 

 それから、コミュニティプラザでの施策

ですよね、二つの課から相談があったとい

うことでございます。その内容については

この場で触れられないというのはよくわ

かりますけれども、このコミュニティプラ

ザといったものは駅前にもありますし、や

はりコミュニティプラザといったら、恐ら

く全ての市民の方がもう既に存じ上げて

いただいている施設になるんだろうなと

いうように思いますので、ぜひこのコミュ

ニティプラザを、立地の条件等も踏まえて

利用したさまざまな施策が広がっていく

ことを担当課としてもしっかりと逆に推

し進めていただきたいといったことを要

望として申し上げたいと思います。 

 それと、ソーシャルワーカーの件ですけ

れども、やはり増員が必要であるという担

当課のご認識をお聞かせいただきました。

予算的なこともあるでしょうし、単純にど

ういった方でもお願いできるものでもな

いだろうなというように思っております

が、しかしそういったご認識の下で、近い

将来のこの摂津市の状況も踏まえた中で、

本当に適切な方がソーシャルワーカーと

して働けるような体制づくりについても、

しっかりと担当課としても取り組んでい
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ただきたいと思っておりますし、しっかり

その点については、副市長もおられますの

で、ぜひそういったことについても、今後

のあり方について検討していただきたい

といったことで、私からもお願いをさせて

いただきたいと思います。 

 それから介護予防プランの話で、民間に

も委託できるということです。しっかりと

対応できているのかもしれませんけれど

も、しかしこのよう支援の方に対する介護

予防プランといったものは極めて重要だ

ろうなというように思っておりますので、

この点については委託もしながら、本当に

そのプランがしっかり実行されるような

形で、これからもしっかりと環境整備に努

めていただきたいなと思います。 

 それから、生活困窮者の自立の支援でご

ざいまして、２回目、本当に詳しくご答弁

をいただきました。 

 この事業自体が始まって、さらにさらに

磨き上げていくところであるのかなとい

うように思っておりますので、この事業に

直接乗ってこない方に対しても、やはりし

っかりと出口をつくっていくというお話

をしていただきましたので、そういう視点

から、生活保護になるのを未然に食いとめ

る観点からも、これは大事な事業だろうな

と思っておりますので、しっかりと今後も

鋭意努力をしていただきたいというよう

に、これは要望として申し上げたいと思い

ます。 

 それと、ホームヘルパーの派遣がなかっ

たという点でございますけれども、確かに

次年度からまた新たなサービスが始まる

わけでございますので、その中でこの事業

についても考えていきたいということで

ございます。またこの点については、今後

もしっかりと取り組んでいただきたいな

というように思っております。 

 それから、ライフサポーターの件ですけ

れども、２名を増員していただいたという

ことでございます。これもニーズが高まる

ことはあっても、低くなることはないのか

なというように思っておりますので、じゃ

あ何名がいいのかということについては、

まだ定かなところがないのかもしれませ

んけれども、しっかりとお一人お一人のラ

イフサポーターの声をお聞きしながら、一

体どれぐらいの規模が必要なのかという

ことについても、しっかりと見定めていた

だきたいなというように思います。 

 後先になってしまいましたけれども、狂

犬病のことです。 

 確かに接種率が府下平均と比べてほぼ

同レベルであるということで、摂津市が低

いわけではないです。狂犬病のこの予防接

種を受けてないからといって、その犬が狂

犬病に必ずかかるというものでもないと

いったことも私も理解をしてますけれど

も、ただ、狂犬病にかかるリスクがあるわ

けですし、そういう犬が実際、摂津市にい

るといったことは、非常に私は安心・安全

という観点からも、これはなかなか看過で

きない問題ではないかなと思っておりま

す。 

 勧奨はがきを送っていただく等の工夫

もしていただいているということですけ

れども、じゃあなぜこの自分の飼っている

犬に予防接種を受けさせないのかといっ

たところの調査もやはりあわせて必要な

のかなと。それによって、手だてもまた変

わってくるのかなと思っておりますので、

その点についても少しアンテナを張って

いただいて、今後のあり方ですよね、より

この接種率を高めていくという点からの

手だてについてもご検討いただきたいな
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というように思います。 

 以上、全て要望として申し上げて終わら

せていただきます。 

○上村高義委員長 嶋野委員の質問が終

わりました。 

 次の方。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 それでは、久しぶりの民

生常任委員会ということで、私、当選して

初めて、平成１６年、１７年と２年間させ

ていただきましたが、９年ぶりに戻ってま

いりました。よろしくお願いいたします。 

 それでは、多岐にわたって質問が出てお

りますので、私は何点かに絞らせていただ

いて質問させていただきたいと思います。 

 １点目に、市民ルームフォルテ管理事業

についてです。決算概要でいきます。８６

ページにあります。 

 先ほども議論されていましたけども、こ

の市民ルームフォルテ管理事業について、

フォルテ３０１と３０３の管理はもう既

に指定管理をされておりますけども、事務

報告書を見ておりますと、市民ルームフォ

ルテはコミュニティプラザの稼働率に比

べると、随分利用件数、人数も少ないよう

に思います。このことについて、平成２７

年度についてはどのように総括をされて

いるのかということが１点目。 

 それから２番目には、まちごと元気！ヘ

ルシーポイント事業についてです。 

 概要は９２ページに載ってますが、これ

は新規事業で、平成２７年度からまちごと

元気！ヘルシーポイント事業ということ

で、随分多年度にわたって要望もさせてい

ただきまして、導入をしていただきました。

平成２７年度実施をしていただいて、初年

度ということで８，０００冊のノートも用

意をされて実施をされましたけども、取り

組み状況及び結果についてどうであった

のか、平成２７年度の総括をお願いしたい

と思います。 

 それから３番目に、ごみ減量啓発事業で

す。 

 決算概要では９８ページ、ごみ減量啓発

事業ですけども、平成２７年度の啓発の概

略をまず教えていただきたいと思います。 

 その上で、事務報告書の中の記載が、ク

リーンセンターのごみ焼却処理の数が記

載が載ってます。この数は当然持ち込まれ

たごみに匹敵をしていると思っています

が、６月から１２月までは多いですよね。

それで年が明けて１月から５月までは随

分少ないと感じられますけども、この辺の

関係についてはどのような状況なのか、最

初にご説明をお願いしたいと思います。 

 ４番目に、摂津市の文化振興計画につい

てです。文化振興計画というのはこれです。 

 森山市長が平成１６年に初めて就任を

されまして、そして初めての予算要望のと

きに、実はこの文化条例をつくっていただ

きたいということをお願いをしまして、平

成１８年４月に摂津市文化振興条例とい

うのがつくられました。 

 そして、それに基づいて、平成２０年３

月にこの計画がつくられました。１０年間

の計画ということで、摂津市の文化振興計

画をしっかりと推進をしていくというこ

とでございます。 

 この計画の第４章に、施策の進行管理に

ついて、庁内に設置した文化振興推進委員

会により施策ごとに目標を定め、年次ごと

に計画的な進行管理を実施するとなって

いまして、またその結果を公表するように

努めると書いてあります。 

 平成２７年度の会議でどのような結果

になったのか、またどのように公表されて
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あるのかお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 最後に、商工会の活性化についてです。

この話は先ほども随分議論されていまし

たので、決算概要では１０４ページにあり

ます。 

 商工会補助事業ということで５８５万

円、これは１００％施行されていますし、

先ほどお聞きしますと、南千里丘分室管理

事業は商工会の隣に会議室と分室が管理

をしていただくという事業ですけれども、

ここの稼働率が、平成２６年１１月から始

まって、これは同じ時期に商工会がこっち

に移転してきましたね。そして平成２７年

度では６１回ということで、１週間に１．

２回しか利用されていないというのはび

っくりしました。 

 商工会に頑張っていただきたいという

希望が非常に高くて、先ほどもセッピィス

クラッチの話がありましたが、セッピィ商

品券を７年間続けたときに、実はずっと市

が主体でやってきましたけども、商工会で

これを受けてくれませんかという話もあ

ったと思うんですが、なかなか体制として

受けられないと。これは移転しないといけ

ないから、なかなか受けれませんという話

ですが、移転をされたら受けたかというと、

そうでもないようです。商工会のこの平成

２７年度の活躍等について、ばくっとしま

すけども、市の施策等を含めて、商工会が

どのような立場で活動されたのか、平成２

７年度においてで結構ですが、最初に答弁

いただきたいと思います。 

 以上、１回目です。 

○上村高義委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 そうしました

ら、藤浦委員のご質問にお答えいたします。 

 文化振興計画につきましては、先ほどお

っしゃられましたように、進捗状況につき

まして、庁内関係課で評価をいたしますと

いう形で、振興計画の中にも書かれており

ます。 

 こちらの内容につきましては、評価をい

たしておりまして、また文化振興市民の中

でその内容について検証いたしますとも

なってございます。 

 その評価の部分につきましての公表で

すけれども、こちらについては全部公表と

いう状況には今なっておりません。 

 ただし、教育委員会で公表されておりま

す摂津市の教育に関する事務の管理及び

執行状況の点検及び評価報告書において、

平成２７年度の分につきましては、推進事

項の実施、一部実施、遅延、課題あり、実

施困難の件数について掲載されておりま

す。これは文化スポーツ課が平成２７年度

におきましては、教育委員会となっており

ましたので、そちらで件数において報告さ

せていただいている状況でございます。 

 文化振興市民会議の中で検証につきま

しては、また今年度につきましては、会議

が１回しか開いておりませんで、来月以降、

２回目開かせていただいて、その中で平成

２７年度の進捗状況について検証してい

くという予定でございます。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 それでは、まちご

と元気！ヘルシーポイント事業について

お答えさせていただきます。 

 この事業につきましては、市民の方が健

診や健康づくりの事業にご参加いただく

ことで、ポイントを付与させていただき、

健康づくりへの関心を高め、ご自身の生活

習慣病の予防等に取り組んでいただくき

っかけとする事業になっております。 
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 ポイントをためるための健幸ノートに

つきましては、５，０００冊準備をいたし

まして、４，５００冊配布をさせていただ

きました。 

 ただ、景品交換につきましては、２７９

名ということで、少ない状況にありました。

市民の方からご意見も頂戴しております

が、それを拝見しますと、ポイント対象の

イベントにウオーキングのイベントがあ

ますが、これについては４月は３５人の参

加でしたが、ポイント対象であるとＰＲを

しましたところ、６月には１２７人、その

後、このウオーキングイベントは１００人

前後の参加者数になっております。一つの

この事業がありますというＰＲの効果と

しましては、大変大きなきっかけになって

いるんではないかと思います。 

 また、参加していただいた方の声としま

しては、ウオーキングのきっかけになった、

意識して運動を心がけるようになった、ま

た、事業を通して友達ができるようになっ

た等、健診と健康づくりの双方の事業を組

み合わせないといけないというあたりで、

健診についても受けようと思ったとか、今

までそういう行動をとっておられなかっ

た方が、そういった行動をとるようになら

れた、関心を持っていただくようになった

ということで、それらが事業効果と考えて

おります。 

 また、平成２７年度の反省点といたしま

しては、景品交換の日数が少なかったので

はないか、対象事業については、担当課だ

けではなく、庁内の他課の事業も広げたほ

うがいいのではないかという反省点を生

かしまして、平成２８年度、拡大した事業

として取り組んでおりますので、継続的に

市民にＰＲをしてまいりたいと考えてお

ります。 

○上村高義委員長 谷内田課長。 

○谷内田市民活動支援課長 それでは、市

民活動支援課に係るご質問にお答えいた

します。 

 フォルテ３０１、３０３の利用率につい

てでございますけれども、委員がご指摘の

とおり、近年、市民ルームフォルテ３０１、

３０３につきましては、利用率、それから

利用者ともに減少傾向にございます。平成

２５年度につきましては、利用率が２９．

６％、利用者が６，９７３人、平成２６年

度は２７．９％の利用率、利用者が６，８

０９人、平成２７年度においては、２５．

６％の利用率、利用者が６，７６７人とな

っております。 

 担当課といたしましても、利用率年々減

少していることについては改善をしてい

く必要があると認識しております。 

 この利用者の減少につきましては、やは

り一因としては、摂津市駅前にコミュニテ

ィプラザができたこと、これが一つあるの

かなとも思っております。 

 市民ルームフォルテ３０１、３０３の設

置目的につきましては、市民の集会、交流

及び展示の場所を提供するということに

なっておりまして、一方、コミュニティプ

ラザにつきましては、市民の交流と多様な

活動の場を提供するということで、設置目

的についてはかなり似通っている部分は

あるのかなと。その中で立地条件としまし

ても、かなり隣接したところにあるという

ことで、コミュニティプラザの利用率が上

がっていく一方、市民ルームフォルテ３０

１、３０３の利用率が少し減少してきてい

るのかなと感じております。 

 ただ、コミュニティプラザと市民ルーム

３０１、３０３、全く同じ施設というわけ

ではございませんので、そういった意味で、
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市民ルームフォルテ３０１、３０３のコミ

ュニティプラザにはない部分を全面的に

押し出していって差別化を図り、稼働率を

上げていく、そういった検討をしていく必

要があるのかなと感じておるところです。 

 以上です。 

○上村高義委員長 野村次長。 

○野村環境部次長 それでは、環境業務課

にかかわります質問にお答えさせていた

だきます。 

 ごみ減量に係る平成２７年度の啓発の

内容ということでございます。 

 まず、これは平成２７年度に限ってとい

うことではないんですが、ごみの収集を行

っている中で、分別の状況について、これ

は集合住宅であったり、または各戸別の収

集においてもそうなのですけども、分別の

状況が悪い場合にはシールを張って、例え

ば燃やせるごみの中に燃やせないごみが

入っていたとかいうことであったり、チラ

シを使った啓発というのを、ずっとやって

きております。 

 平成２７年度については、平成２６年１

０月から食品トレイの分別収集を全市域

で始めたこともございますので、そのあた

りの適正排出についての啓発も行ってき

ております。 

 また、事業系の一般廃棄物につきまして

は、これは環境業務課と環境センター合同

で、搬入されてきたごみの展開検査を行っ

た中で、ごみの分別状況を見た上で、許可

業者を通じてごみの排出の指導、啓発を行

っております。 

 啓発の関係でいきますと、午前中の森西

委員のご質問でもございましたが、夏休み

のエコ探検ツアーで、小学生を中心に大阪

湾フェニックスセンターに行って、ごみの

減量の啓発を行ったり、推進員につきまし

ては、食品トレイのリサイクル施設の見学

を行ったり、あと各小学校でＰＴＡが主に

なって開催されているカーニバルで、ごみ

ステーションの貸し出しを行った中で、ご

みの回収後、燃やせるごみ、燃やせないご

み、資源ごみ等の計量を行いまして、前年

度との比較の表をお渡しさせてもらって、

例えば、今年、燃やせないごみで幾ら減量

できてますよとか、また逆に、燃やせるご

みがふえてますよというように、数字を報

告させていただいて、減量に対する意識づ

けといいますか、啓発を行ってきておりま

す。 

 次に、環境センターのごみ焼却量の推移

につきましては、環境センター長からお答

えさせていただきます。よろしくお願いし

ます。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木環境部参事 それでは、藤浦委員の

質問の、事務報告書１４３ページのごみ焼

却量について、６月から１２月にかけて多

くなっているのではないかというご質問

にご答弁申し上げます。 

 平成２７年度中におきましては、ごみの

収集方法等を変更しておりませんので、

日々の積み上げの数値であると担当では

考えております。 

 一般的には、４月ごろから人の移動が落

ちつき、徐々にごみがふえてくるとともに、

夏場におきましては、６月から８月にかけ

まして、ごみの水分量が非常に多くなるこ

とから、重量が出ているものと考えており

ます。 

 また、１１月から１２月は歳末期に入り

まして、クリスマス等のイベントなども多

く、物の購買意欲が高まることから、ごみ

の排出量がふえているものと考えられま

す。 
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 また、年が変わりまして２月には購買意

欲が落ちるということですから、２月は商

売人でも暇だということがよくあります

けども、そういう状況からごみの排出量が

落ちている状況と考えております。平成２

７年度は通常の流れの中での変化である

と担当課では理解しているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 池上参事。 

○池上市民生活部参事 それでは、商工会

について、商工会の活躍といいますか、事

業ということでお答えさせていただきま

す。 

 商工会につきましては、市内企業、産業

の振興ということでいろいろご活躍いた

だいております。市内企業に対する経営支

援、確定申告、年末調整の各種制度の説明

会、また中小企業の補助金の獲得支援のた

めの支援業務でありますとか、商工会とし

まして各商店会のイベントの支援、１００

円商店街、まちゼミ等々、集客のための支

援でありますとか、そういった事業を展開

されまして、商工業の発展のためにご苦労

いただいております。 

 それと市との関係ですけれども、年賀交

歓会や摂津まつり、産業振興課で言いまし

たら、地域の就労支援等々にも共同で取り

組みまた広く市の各審議会等に事業者の

代表して参画いただいたり、幅広く市と一

緒に活動されておられます。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ありがとうございます。

それでは２回目の質問をさせていただき

ます。 

 まず、１番目の市民ルームフォルテ管理

事業です。 

 数字も先ほど課長からおっしゃってい

ただきまして、２０％台の稼働率というこ

とでございます。 

 市民ルームフォルテをずっと利用され

ている方からお話を聞いたことがあるん

ですけども、この市民ルームフォルテは千

里丘駅に近いということで、立地的には非

常に駅が近いし、展示会して遠方からでも、

見に来てもらえるし、いいところと。さら

に、コミュニティプラザにはないんですけ

ど、照明設備があるんです。市民ルームフ

ォルテには照明がつけれるようになって、

展示できるような設備があって非常にい

いんですけども、利用料が高い。減免がき

かないということで、それが使いづらいと

ころやということでした。 

 設置目的、さっきも言っていただきまし

たけども、ホームページでは市民の皆さん

の生涯学習の場と地域コミュニティの拠

点のためと書かれていますから、生涯学習

の場としても大いに利用していただくと

いうことになってますけども、ただ余り利

用されなければ、その目的を達成すること

はできないのではないかと思います。 

 委託料に対する費用対効果の問題もあ

ります。見比べますと、コミュニティプラ

ザの第４会議室が３６人の部屋ですので、

第４会議室は午前１０時から１２時１，５

００円です。市民ルームフォルテの３０１、

ここは４０人で２，６００円です。３０２

は３０人で２，０００円、少し高いですね。 

 午後は、コミュニティプラザ第４会議室

は２，０００円、午後というのは１時から

５時までです。市民ルームフォルテの３０

１は３，９００円です。３０２は２，９０

０円。 

 夜は、コミュニティプラザの第４会議は

２，０００円、市民ルームフォルテは３０
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１は５，２００円、これ倍以上です。それ

から３０２は３，９００円と、明らかに値

段が高いです。 

 なかなか利用率が上がらないという原

因には、私は料金が高いというのが絶対あ

ると思うんです。私もたまに借りることが

ありますけど、倍しますから、やはりコミ

ュニティプラザにしようと。もしくはいき

いきプラザも似たような値段です。正雀市

民ルームも似たような値段です。ここだけ

が高いです。 

 お聞きすると、駅前やし、大体、相場的

にそんなもんちゃいますかと言われたこ

とがありましたけども、公共施設ですから、

やはり使ってもらって何ぼやと思うんで

す。いい場所ですよ、あそこ、ほんま、何

回も言いますけど。いろんな市民のサーク

ルでも使いやすい場所やと思うんですけ

ど、やはり使われてないというのは、それ

なりに理由があると思うんです。この値段

の問題についてどう思われるのか、担当課

に１回聞きたいと思います。 

 それから２番目の、まちごと元気！ヘル

シーポイント事業です。 

 お願いをしてやってもらいまして、さま

ざまな意見があったことについても、随分

健診を受けることにつながったりとか、ウ

オーキングにどんどんつながっていくと、

非常に良い結果になってきているなと思

いました。 

 今年度、２年目も実施されていますけど

も、いろんなノートもグレードアップをさ

れていますし、取り組みがグレードアップ

をされています。その概略を、この平成２

７年度の結果を踏まえて、平成２８年度を

どのようにグレードアップをされてきた

かということについて、改善されたことな

どについて教えていただきたいと思いま

す。 

 ３番目のごみの減量のことについてで

す。 

 分別収集というのが一番まず基本、それ

から資源ごみをきっちり燃えるごみから

外すということ、この辺を重点的にやって

こられたということでございます。 

 以前には、ごみ減量と、それから有効利

用ということで、給食の残菜を堆肥にする

ためにストックヤードにリースで機械を

借りて、毎日、残菜を集めて、そしてスト

ックヤードで堆肥にされていました。もう

今はされてないと思うんですけども、こう

いう取り組みもされてきたと思うんです。 

 私、この１１月に一般質問をさせていた

だきましたけども、家庭からもこういうた

くさんの生ごみ、生ごみの中には賞味期限

が切れたものとか、食べ残したものなのか

がいっぱい入っているわけですけども、そ

ういうものを減らしていく取り組みとい

うことでちょっとお話をしました。一般質

問ではフードバンクのことについて重点

的にしましたけども、それ以外にもたくさ

んあって、各家庭で言うと、食材の買い過

ぎとか料理のつくり過ぎなどによって、ま

た賞味期限が切れて、食べ残し、それがご

みになって出てくるという、食品ロスも大

変大きな問題になっています。こういった

問題についても啓発的なことをされてい

たように私は思いますが、この観点につい

ても、啓発されたことについて教えていた

だきたいと思います。 

 それから４番目の文化振興計画です。 

 ちゃんと検証されてるということでご

ざいますので、これは非常に評価したいと

思います。これは随分私も思い入れがあり

まして、さっきも言いましたけども、大変

期待をしています。文化のまちづくりも、
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ある意味では大事な計画ですので、これを

大事にして、達成を目指してやっていって

いただきたいという思いがすごく強いわ

けですけども、なかなか私も教育委員会の

事務報告書に目を通せていなくて申しわ

けない限りでございますが、これ平成２９

年で完結するんですね。もうそろそろどう

するのかということも考えていかないと

いけないと思うんですが、今後どのような

扱いをされていくのかというのを教えて

いただきたいと思います。 

 そして５番目です。商工会のあり方につ

いてですけども、先ほども答弁でありまし

た年賀交歓会、一緒にやらせていただいて、

これは紛れもない摂津市とパートナーや

と思うんです。企業の代表として商工会と

いうのがありますが、私が平成１３年にな

らせていただいたときは、すごいたくさん

年賀交歓会に来ていただいてましたけど、

だんだん減ってきて、少なくなってきてる

というのがすごく寂しくてなりません。 

 これはどういったことなのか。会員が減

ってきているということになるのか、それ

とも年賀交歓会に魅力がないのか、商工会

に魅力がないのか、摂津市に魅力がないの

かということになります。自主的な取り組

みにしても、最近、赤い糸大作戦というの

を女性会の方がやって、今年２年目がもう

終わりましたかね。Ｄｏｎ丼祭、これも何

回目かですね。これは青年部がやられてい

ますけど、こういった独自の取り組みもど

んどんやっていただいておりますし、過去

は摂津検定というのを１回だけ異業種交

流会がやっていただきましたけども、こん

なユニークな取り組みもいろいろやって

いただいているんですけども、これから人

口減少問題の話がありました。この計画、

摂津市まち・ひと・しごと創生総合戦略の

中に、今、嶋野委員からの質問がありまし

たけども、企業創業支援について、２０件

と目標もちゃんと書いてありますが、ここ

はやはり商工会とパートナーシップをし

ないと、なかなか難しい問題がたくさんあ

ると思うんです。そういう意味では、決し

て指摘をしているわけではないんですけ

ど、商工会にはせっかく裏から表へ出てき

て、これからというところなので、ぜひ活

性化をして頑張っていただきたいという

思いが非常に強くて、場所もいいところに

できました。だからその一つの目安として、

あそこの横の会議室の利用状況が少ない

と私は思いました。あそこでいろんなセミ

ナーをやったり、貸し方としては企業のセ

ミナーとか、それから会議とかでも貸せる

と聞いてましたから、だからもっともっと

活性化をしていただきたいと思うわけで

すけども、この商工会のあり方や期待、今

後、総合戦略についての商工会の立場とか、

そういうものも含めて、行わせるというこ

とはできないですけども、やはり摂津市に

とっては大事なパートナーですから、どう

あるべきなのかということについて、副市

長の思いをお示しいただきたいと思いま

す。 

 ２回目は以上です。 

○上村高義委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 それでは、藤浦

委員の２回目の質問にご答弁申し上げま

す。 

 現在、文化振興計画でございますけれど

も、平成２０年度から平成２９年度までの

計画ということで、計画期間が平成２９年

度までの総括というのをいたしまして、ま

た平成３０年度からの計画というのを立

ち上げなければいけないとは考えており

ます。 
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 平成２９年度までで、まだ途中ではござ

いますけれども、今までで実施困難である

という内容につきましては、委員の中から

平成２６年度の市民会議の中でのお話で

すけれども、項目が抽象的ではないのかと

いうお問いもありました。そういうことも

ありましたので、今の文化振興計画の中身

をもう少しよりわかりやすくということ

と、見直しを図るということを、今後やっ

ていきたいとは考えております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 谷内田課長。 

○谷内田市民活動支援課長 それでは、市

民活動支援課に係る質問にお答えいたし

ます。 

 市民ルームフォルテの使用料に関して

ですけれども、コミュニティプラザ等も対

比いただき、少し高いことが稼働率が低い

要因ではないかというご指摘をいただい

ております。 

 確かに市民ルームフォルテとコミュニ

ティプラザを対比いたしますと市民ルー

ムフォルテが高くなっておりますが、市民

ルームフォルテの使用料の見直しに関し

ましては、昨年、市全体で使用料、手数料

の見直しに関する基本方針が策定されて

おりますが、市全体でそういった見直し、

この方針に沿って改定をされるときに、市

民ルームフォルテに関しましても見直し

をしていきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いします。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 それでは、まちご

と元気！ヘルシーポイント事業の改善点

についてお答えさせていただきます。 

 １点目は、対象事業の増加です。従来の

特定健診や歯科検診にあわせまして、平成

２８年度からはがん検診を追加しており

ます。 

 保健福祉課で実施しておりました健康

づくり関係の事業のほかに、他課で実施し

ておりますエクササイズ講座や体力テス

ト、あるいは風船バレーボール大会や水泳

教室、また市民ハイキングやノルディック

ウオーキングの講座、また摂津いきいき健

康づくりグループへの参加など、対象とな

る事業をふやしております。 

 ２点目ですが、健幸ノートの中身の充実

です。平成２７年度から市内のウオーキン

グコースの掲載はしていたんですけれど

も、それにあわせまして、運動や栄養のワ

ンポイントアドバイス等の記事も盛り込

む改善をいたしました。 

 ３点目は、健幸ノートの配布場所です。

従来、市役所、保健センター、市内の公民

館でさせていただいてましたが、平成２８

年度からは、市内の体育館、あるいは市立

温水プールで配布場所を広げております。 

 ４点目は、景品交換の日程について、平

成２７年度は期日を決めて実施をしてお

りましたが、今年度は、保健福祉課の窓口

で、いつでもどうぞという形で、来られた

ついでにでも交換していただけるよう実

施しております。 

 ５点目の景品の応募についてです。今ま

では５ポイントたまったら景品交換とな

っておりましたが、二段階方式で参加賞、

もう一つが１０ポイントたまったら抽せ

んに応募できる形のシステムに改善をさ

せていただいております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 野村次長。 

○野村環境部次長 それでは、環境業務課

に係りますご質問にお答えさせていただ

きます。 

 生ごみの減量啓発についてということ
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でございます。 

 本市では、これまでごみの減量について

は、捨てればごみ、分ければ資源をモット

ーに４Ｒ、四つのＲを推進してまいりまし

た。 

 まず一つが、リフューズといいまして、

これはごみになりそうなものを断る。リデ

ュース、ごみを減らす、つくらない。三つ

目にリユース、繰り返し使う。四つ目がリ

サイクル、資源を再利用するという、この

四つのＲを合い言葉といったら変ですけ

ど、そういう形でごみの減量に取り組んで

います。取り組みの一つとして、市内の小

学４年生が、毎年、環境センターの見学に

来られます。その見学時間も限られており

ますので、私ども環境業務課の職員が事前

に学校に出向きまして、出前講座といいま

すか、事前にごみの話をさせてもらって、

それから見学に来てもらうような形をと

っております。 

 その話の中で、先ほど言いましたＲの一

つ、リデュース、ごみをつくらないという

話の中で、委員からありました生ごみ、特

に子どもたち、学校に関係するものとして、

学校給食について、残さずに食べることが

ごみの減量にもつながるんですよという

ことを、環境業務課の職員から話をさせて

もらっています。 

 その内容を、学校でこんな話聞いたよと

いうことで、また家庭でも子どもを通じて

話をしてもらって、先ほどありましたよう

に、食品の買い過ぎ、つくり過ぎというの

を少しずつでも減らしていってもらうよ

うになれば、我々の目指しているごみの減

量にも近づいていくのかなと考えており

ます。 

 以上です。 

○上村高義委員長 奥村副市長。 

○奥村副市長 それでは、商工会の活性化

についてのお問いに答弁させていただき

たいと思います。 

 まず最初に、市の税収の部分について少

しお話ししたいと思うんです。 

 市民一人当たりの税収は、ちなみに市町

村の平均は１４万３，６０４円なのですが、

本市は２０万３，７３８円ということで、

かなり上位に位置しております。 

 この内訳を見ますと、法人住民税、これ

府内でトップの２万５，４７４円、府下平

均では１万１，０４６円ですから、倍以上

の税収があると。そういう意味では、市内

の産業が活発になればなるほど税収がふ

えていくと、こういう認識はまず持ってお

ります。 

 そんな中で、この前、副市長就任で商工

会に挨拶に寄せていただきました。そこで

いろいろ意見交換をさせていただいたん

ですが、やはり向こうの悩みとしては、会

員数が減っている現状があるようです。そ

れぞれ行政として商工会に何ができるの

かということですが、まずは会員数の増、

これはやはり行政とタイアップして図っ

ていかなければならないとは認識してお

ります。 

 いずれにしても、いろいろな課題がある

と思いますが、会員数の増に向けて、行政

のできることについてはしっかりと検討

していきたいと思っております。 

○上村高義委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 それでは、３回目になり

ます。 

 １点目の市民ルームフォルテの問題で

すけども、先ほど、今後も料金の改定につ

いても検討がなされるということでござ

いましたので、ぜひ市民の声をよく聞いて

いただきまして、公共施設ですから利用し
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ていただかないともったいないと思いま

すので、いいところにありますし、設備も

いいものがありますので、ぜひともこれは

使いやすいリーズナブルな値段体制をと

っていただいて、より多くの方に使ってい

ただけるように、これは検討していただく

ということですので要望としておきたい

と思います。 

 それから、２番目のまちごと元気！ヘル

シーポイント事業についてです。 

 今年、平成２８年度の取り組みについて

さまざまにご説明をいただきました。前回、

私も景品に交換しに行かなかったんです

けども、５ポイントたまってたんですけど

も、それをさっき言い忘れましたが、今回

のを見ますと、今のこの３月にできました

保健福祉総合ビジョン２０１６、このこと

がきっちりと盛り込まれていまして、重点

施策についても、このノートの中に、例え

ばムーンウオークプロジェクトとか、それ

から野菜をばりばり食べようとか、減塩の

こととか、本当にすぐれたレベルアップし

たノートになっているということは、私も

評価をしたいと思います。 

 この取り組みというのが、ある意味では

健康寿命を延ばす取り組みを、摂津市が健

都の中で、今、進めておりますけども、そ

の中でも非常に重要な位置づけになると

私は確信をしているんです。実際に実践を

する一つのアイテムとしては非常に重要

だなと思っています。 

 そういう意味で啓発活動もしっかり行

っていっていただいていると思いますし、

また、日に日にそういう実践する人がふえ

ていっていると思います。またこれからも

ふえていくと思いますけども、そういう意

味で、吹田市とあわせて、健都の取り組み

をやって、摂津市はこの計画ができました。

初年度ですから、今からしっかりやってい

くということになりますし、世界に発信を

するような、健康寿命を延ばせる摂津市の

構築に、市として全力で取り組んでいると

ころであります。これからもっともっと取

り組んでいくようになると思いますけど、

これも副市長としてどのような感覚、思い

を持っておられるのか、市長の名代という

ことでご答弁いただきたいと思います。 

 それから、ごみの減量です。 

 ごみの減量についても、小学校にそうい

うような形で、これまでも給食を残さない

ようにという食育もやっていただいてい

るということでございました。 

 今年１０月から、今度はプラスチック容

器包装の関係を燃やすということになり

ましたから、ごみは多分ふえると思います。

先ほどの答弁でも、一炉運転でできなくな

るかもわかりません。 

 そういう中で、昨日もいろいろイベント

がありましたけども、イベントをやっても、

プラスチック容器包装が燃やせるように

なると、ほとんどものが燃やせるごみで出

せるんです。それは、一方では今度燃料に

なるということで、ごみ減量にもつながる

ということでございましたけども、今後は

生ごみ自身を減量していくという取り組

みが私は必要だと思います。 

 そういう意味では、食品ロスの取り組み

について質問もしてきましたけども、今日

は、各家庭から生ごみが減らせるように、

また小学校も食べ残しとしないようにと

いう、食育の面からも減らせるようにとい

う取り組みがこれから必要だと思うんで

す。これはごみ減量という意味だけじゃな

くて、食品ロスという、今、国として取り

上げようとして、大きく対策をとろうとい

ってます。そういう取り組みがこれからは
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必要になってくると思うんですけども、ど

のような見解を持たれているのかという

ことについてお答えいただきたいと思い

ます。 

 それからもう一つは、フードバンクとあ

わせて、もう一つ、フードドライブ、始め

て聞かれるかもわかりませんけども、買わ

なくても送られてくるものがあるんです。

例えばそうめん、たくさん食べられないと。

そしたら、これをどこかに必要なところへ

持っていって、という食べ物で、家で食べ

なくて賞味期限が切れてしまうようなも

のがないようにしようという取り組みが、

今、全国でひたひたと進んでいっています。

フードドライブというんです。呼びかけて、

通常はそれを持ち寄って、フードバンクに

寄附をするというやり方ですけど、これは

変形されると幾らでもできます。 

 例えばバザーでも、一番先に売れるのは

食品です。食品とか日用雑貨、洗剤とかあ

んなものが一番先売れます、陶器はなかな

か売れないですけど。そういう意味からも、

必要なものは必要な人のところへ行けば、

必ずちゃんと消費してもらえるというこ

とにもつながるので、昨日も環境フェステ

ィバルがありましたけども、来年はぜひこ

の環境フェスティバルにフードドライブ

というコーナーをどっかに設けていただ

いて、家庭に眠って捨てられてしまうこと

になるような食材はそういうところへ持

ち寄っていただいて、うまく利用していく

こともぜひ考えていただきたいと思うん

ですけども、お考えをお聞かせください。 

 それから、４番目の摂津市の文化振興計

画ですけども、平成３０年からまた第２期

後期計画をつくるということでございま

したので、これはしっかりとつくっていた

だくということで要望しておきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 それから、５番目の商工会の取り組みで

すけども、副市長から意見をいただきまし

た。私も非常に期待をして、やはり摂津市

がよくなるためには、商工会も頑張ってい

ただいて、活性化をしていただかないと、

無理だと思いますので、エールを送るだけ

ではなくて、何か実際にできることがあれ

ば、しっかりと頑張っていきたいと思いま

すので、これは要望としておきます。 

 以上です。 

○上村高義委員長 北野部長。 

○北野環境部長 藤浦委員のご質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

 先ほど、次長が答弁させていただきまし

たように、我々、生ごみの減量、特に教育

現場へ入りまして食育もやっております。

給食残菜は可能な限り減らすように努め

なければならないというＰＲを学校の現

場で行っております。 

 先ほどご質問でございました給食残菜

を処理する機械、これはリサイクルプラザ

にございましたが、現在、これは稼働して

おりません。撤去をいたしております。 

 そこで、現場で生ごみをキエーロという

実験もやっておりまして、これは小学校で

すと、今、２校ぐらいが残菜といいますか、

食材の切れ端、そういうものをミキサーに

かけながら、土の中に入れて消えていくと。

こういう取り組みを子どもたちに見せな

がらやっておりますので、このこと自体は、

先ほども次長申し上げましたが、ご家庭で

やっていただくという形で、生ごみを減ら

していければなということで、ごみ行政と

してはそういう取り組みをやっておりま

す。 

 今、お話がございました、いろいろ壮大

なお話がございましたが、私の所管とは外
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れるかもわかりませんが、今、ご指摘の環

境フェスティバル、昨日、にぎやかな形で

開催できまして、当然ながら、いろんなブ

ースも出ております。いろんな物品も販売

しております。ご紹介にありました、いわ

ゆる乾物等、消費期限とか、食品ですんで、

そういう問題が出てきますんで、その点に

関しましては、主催者とまた次期環境フェ

スティバルで検討してまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 奥村副市長。 

○奥村副市長 健都についてのご質問で

すが、答弁させていただきます。 

 少し話が変わるんですけども、国立社会

保障人口問題研究所の将来人口の推計が

出ております。２０６０年には今の人口よ

りも３０％減と言われております。ただし、

少子高齢化ということで、子どもの数は減

る、でも高齢者の数はふえていく。２０６

０年には６５歳以上の人口が総人口の４

０％になると推計されてます。 

 このように考えますと、高齢化社会の到

来によって、やはり医療、あるいは介護な

どの分野でさらにニーズが高くなると

我々は思っております。 

 そういう部分では、健都のところで、市

域を挟んで吹田市の地域ですが、国立循環

器病研究センターが進出される。それから

吹田市民病院が来られるということで、こ

れを機に、やはり摂津市民の方々も健康に

対する関心が非常に高くなるんではない

か、そういう期待も持っております。 

 昨日、健康まつりが盛会裏に終わりまし

た。これもやはり市民一人一人が健康に対

する問題を非常に身近な問題として考え

ているあかしではないかなと思っており

ます。 

 いずれにいたしましても、これからはや

はりお年寄りの方が１日でも、あるいは１

年でも長生きしていただくための施策、や

はり健康が第一優先の課題になってくる

んではないかと思っております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 これで最後にさせてい

ただきます。 

 ごみ減量の問題についてですけど、ごみ

減量というのは食品ロスの問題になりま

すが、消費者庁というところがありますね。

ここは本年７月２０日に消費者基本計画

工程表というのを改定をしているんです

けども、その中で、未利用食品を活用した

フードバンク活用に必要な支援を実施す

るということとか、それから飲食店などで

削減に向けた取り組みを推進するという

ことが初めて明記をされました。地方自治

体での食品ロス削減の普及、啓発も進めら

れていくということでございます。 

 この日本の食品ロスの問題ですけど、年

間６３２万トンということです。そのうち

事業系が３３０万トン、家庭系が３０２万

トン、約半分は家庭から出ているんです。 

 いろんなユニークな取り組みをしてい

るところがありまして、福井県、これは２

００６年度に飲食店での食べ残しの多さ

に気づいた県の幹部の提案で食べ切り運

動を始めたということです。少量のメニュ

ーの提供などを行う飲食店を協力店と名

づけまして、小売店を応援店として認定し

ています。今では１，２００店を超えると

いうことです。 

 また、消費者に対しても必要な分だけ購

入すること、そして週に一度は食材を使い

切る冷蔵庫一掃デーを設ける。また、宴会

時は冒頭３０分、終了後１０分は着席して
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料理を味わう。乾杯して、すぐ次に行かな

いということです。しっかり食べて、それ

から次に行くということです。こういうこ

とをチラシで啓発をして、その結果、家庭

から可燃ごみのうち食品廃棄物が占める

割合が大きく下がったということです。 

 また、長野県の松本市というところでは、

２０１１年度から福井県と同様に宴会時

の心がけ３０１０運動、さっきと一緒です、

３０分、１０分、と名づけています。 

 また、教育にも力を入れておられまして、

海外の食糧不足などを学んだ小学校では、

給食の食べ残しが３割以上減ったという

ことでございます。 

 また、豊中市でもやってるんです。２０

１２年度以降、余りがちな食材を活用した

レシピコンテストや、また食品ロス削減の

体験談などを紹介するフォーラムを開催

をしたということです。 

 こういういろんなユニークな取り組み

をやっている市、県も合わせて２４５自治

体があるそうです。そこがネットワークを

つくって、全国おいしい食べ切り運動ネッ

トワーク協議会というのをやっているそ

うでございますので、こういうようなとこ

ろもぜひ参考にしながら、前にも言いまし

たね、摂津市の人間基礎教育の中には、感

謝の気持ち、節約の心というのがあります

から、摂津市も人間基礎教育の実践として、

この食品ロスの取り組みをぜひ実施する

べきであると思います。キャッチフレーズ

が大事ですから、例えば感謝の心で完食運

動というのはどうですか。こういう運動を、

市だけじゃなくて、教育、食育だけではな

くて、それから飲食店やらスーパーやいろ

んなところ、それこそ市一体となって、実

践をすれば、きっとごみもぐっと減量でき

ると私は思いますので、これは答弁求めま

せんが、本当は副市長に聞きたいところで

すけど、求めませんので、要望ということ

で質問を終わります。 

○上村高義委員長 藤浦委員の質問が終

わりました。 

 暫時休憩します。 

（午後４時５４分 休憩） 

（午後４時５５分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 本日の委員会はこの程度にとどめ、散会

します。 

（午後４時５６分 散会） 

 

 

 

 

 

 委員会条例第２９条第１項の規定によ
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